
 

料金表 
 
通則 

 
（端数処理） 
１ 公社は、料金の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。 

 
（消費税） 
２ 料金には、消費税（地方消費税を含みます。）が含まれています。 

 
（料金の免除） 
３ 公社は、法第１３条の規定に基づきその規定によることとされる捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十

二日のジュネーヴ条約（昭和２８年条約第２５号）第５条第２項、第３３条第１項、第７４条第２項及び第１

２４条並びに戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約（昭和２８年条約

第２６号）第１４１条の規定によるべき場合は、この料金表に規定する料金を免除します。 
 
４ 公社は、法第１９条の２及び第２０条の規定に基づき、この料金表に規定する料金を免除することがありま

す。 



 

第６表 小包郵便物の料金 
 
第１ 適用 

 
１ 小包郵便物の料金には、次の区別があります。 

(1) 一般小包郵便物の料金 
(2) 冊子小包郵便物の料金 
(3) 心身障害者用冊子小包郵便物の料金 
(4) 点字小包郵便物の料金 
(5) 聴覚障害者用小包郵便物の料金 
(6) 定形小包郵便物の料金 
(7) 空港小包郵便物の料金 
(8) ゴルフ小包郵便物の料金 
(9) スキー小包郵便物の料金 
(10) 簡易小包郵便物の料金 

 
２ 「一般小包郵便物」とは、１の(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)又は(10)の料金が適用される小包郵
便物以外の小包郵便物をいいます。 

 
３ 一般小包郵便物の料金は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に定めるところにより適用します。 

(1) 基本料金 
基本料金は、(2)、(3)、(4)、(5)又は(6)の料金が適用される一般小包郵便物以外の一般小包郵便物につ
いて適用します。 

(2) 特別料金(1) 
特別料金(1)は、第８条（大きさ及び重量の制限）に規定する大きさの最大限又は重量の制限を超える
一般小包郵便物について適用します。 

(3) 特別料金(2) 
特別料金(2)は、次に掲げる条件を満たす一般小包郵便物について適用します。 
ア 次のいずれかに該当するものであること。 

(ｱ) 同時に１０個以上差し出されたもの 
(ｲ) その差出人が、公社が別に定めるところにより、特別料金(2)の適用の申出をした上、一の郵便局
（公社が別に定める郵便局を含みます。以下同じとします。）に１か月内に１０個以上差し出された

もの 
イ 公社が別に定める料金支払方法、差出時刻及び取扱いに関する条件を満たすものであること。 
 
（注１） アの(ｲ)の公社が別に定めるところは、差出開始の予定期日の属する月の前月末日までに、氏

名、住所その他差出郵便局が指示する事項を記載した書面を、その郵便局に提出していただく

こととします。提出した書面の内容を変更しようとするとき又はその適用を受ける必要がなく

なったときも同様とします。 
（注２） アの(ｲ)の公社が別に定める郵便局は、承認差出局とします。 
（注３） イの公社が別に定める料金支払方法、差出時刻及び取扱いに関する条件は、次のとおりとし

ます。 
１ 料金別納、料金後納又は料金計器別納としたもの（アの(ｲ)の申出をした上、差し出される
ものにあっては、料金後納又は料金を後納とする料金計器別納としたものに限ります。）であ

ること。 
２ 差出郵便局が指定した時刻までに差し出されたものであること。 
３ あて名変換郵便としないものであること。 

 
(4) 特別料金(3) 
特別料金(3)は、次に掲げる条件を満たす一般小包郵便物について適用します。 



 

ア その差出人が、公社が別に定めるところにより、特別料金(3)の適用の申出をした上、差し出された
もの、又はその受取人が、公社が別に定めるところにより、特別料金(3)の適用の申出をした上、交付
を受けたものであること。 
イ 特別料金(3)の適用の申出をした差出人から差し出されたものにあっては、料金別納（同時に２００
個以上差し出されたものに限ります。）、料金後納（毎月差し出すことを予定している個数が２００個

以上であることを申し出た者から差し出されたものに限ります。）又は料金計器別納（毎月差し出すこ

とを予定している個数が２００個以上であることを申し出た者から差し出されたものに限ります。）と

したものであること。 
ウ 特別料金(3)の適用の申出をした受取人が交付を受けたものにあっては、料金着払（毎月交付を受け
ることを予定している個数が２００個以上であることを申し出た者が交付を受けたものに限ります。）

としたものであること。 
エ 公社が別に定める取扱いに関する条件を満たすものであること。 
 
（注１） アの差出人の申出に係る公社が別に定めるところは、次に定めるところによります。 

１ 料金別納とするものを差し出す場合にあっては、差出しの際、差出郵便局に特別料金(3)の
適用を申し出ていただきます。 
２ １以外のものを差し出す場合にあっては、差出開始の予定期日の属する月の前月末日まで

に、氏名、住所、毎月差し出すことを予定している一般小包郵便物の個数（２００個以上に

限ります。）その他差出郵便局が指示する事項を記載した書面を、その郵便局に提出していた

だきます。提出した書面の内容を変更しようとするとき又はその適用を受ける必要がなくな

ったときも同様とします。 
（注２） アの受取人の申出に係る公社が別に定めるところは、受取開始の予定期日の属する月の前月

末日までに、氏名、住所、毎月交付を受けることを予定している一般小包郵便物の個数（２０

０個以上に限ります。）その他その郵便物の配達事務を取り扱う郵便局が指示する事項を記載し

た書面を、その郵便局に提出していただくこととします。提出した書面の内容を変更しようと

するとき又はその適用を受ける必要がなくなったときも同様とします。 
（注３） エの公社が別に定める取扱いに関する条件は、あて名変換郵便としないものであることとし

ます。 
 
(5) 特別料金(4) 
特別料金(4)は、次に掲げる条件を満たす一般小包郵便物について適用します。 
ア その差出人が、公社が別に定めるところにより、特別料金(4)の適用及び適用すべき料金表の区別の
申出をした上、差し出されたものであること。 
イ 公社が別に定める重量、料金支払方法、差出郵便局、差出時刻及び取扱いに関する条件を満たすも

のであること。 
 
（注１） アの公社が別に定めるところは、次に定めるところによります。 

１ 差出開始の予定期日の属する月の前月末日までに、氏名、住所、適用すべき料金表その他

支社が指定した郵便局が指示する事項を記載した書面を、その郵便局に提出していただきま

す。提出した書面の内容を変更しようとするとき又はその適用を受ける必要がなくなったと

きも同様とします。 
２ 同一差出人が適用を申し出ることができる料金表は、第２の１の(5)のア（６キログラムま
でのものに適用する料金表）に規定する料金表（以下この(5)の（注２）において「６キログ
ラム料金表」といいます。）又は第２の１の(5)のイ（１１キログラムまでのものに適用する
料金表）に規定する料金表（以下この(5)の（注２）において「１１キログラム料金表」とい
います。）のいずれか一とします。 

（注２） イの公社が別に定める重量、料金支払方法、差出郵便局、差出時刻及び取扱いに関する条件

は、次のとおりとします。 
１ 次の区別に従い、それぞれ次に掲げる重量を超えないものであること。 

(1) ６キログラム料金表の適用の申出をした者から差し出されるもの 



 

６キログラム 
(2) １１キログラム料金表の適用の申出をした者から差し出されるもの 
１１キログラム 

２ 料金後納（料金を後納とする料金計器別納を含みます。）としたものであること。 
３ （注１）の書面を提出した郵便局に差し出されたものであること。 
４ 差出郵便局が指定した時刻までに差し出されたものであること。 
５ 一般書留、代金引換及び保冷郵便以外の特殊取扱としないものであること。 

 
(6) 特別料金(5) 
ア 特別料金(5)は、次に掲げる条件を満たす一般小包郵便物について適用します。 

(ｱ) その差出人が、公社が別に定めるところにより、一の郵便局に差出開始の予定期日の属する月か
ら１年内に差し出すことを予定している一般小包郵便物の個数（２０，０００個以上に限ります。

以下この(6)及び第２の１の(6)において「１年内の差出予定個数」といいます。）、適用すべき料金表
の区別その他の事項を申し出た上、差し出されたものであること。 

(ｲ) 公社が別に定める重量、料金支払方法、差出郵便局、差出時刻及び取扱いに関する条件を満たす
ものであること。 

 
（注１） (ｱ)の公社が別に定めるところは、次に定めるところによります。 

１ 差出開始の予定期日の属する月の前月末日までに、氏名、住所、適用すべき料金表、１

年内の差出予定個数その他差出郵便局が指示する事項を記載した書面を、その郵便局に提

出していただきます。提出した書面の内容（１年内の差出予定個数を除きます。）を変更し

ようとするとき又はその適用を受ける必要がなくなったときも同様とします。 
２ 同一差出人が適用を申し出ることができる料金表は、第２の１の(6)のア（２キログラム
までのものに適用する料金表）に規定する料金表（以下このアの（注２）において「２キ

ログラム料金表」といいます。）、第２の１の(6)のイ（６キログラムまでのものに適用する
料金表）に規定する料金表（以下このアの（注２）において「６キログラム料金表」とい

います。）又は第２の１の(6)のウ（１１キログラムまでのものに適用する料金表）に規定
する料金表（以下このアの（注２）において「１１キログラム料金表」といいます。）のい

ずれか一とします。 
（注２） (ｲ)の公社が別に定める重量、料金支払方法、差出郵便局、差出時刻及び取扱いに関する条

件は、次のとおりとします。 
１ 次の区別に従い、それぞれ次に掲げる重量を超えないものであること。 

(1) ２キログラム料金表の適用の申出をした者から差し出されるもの 
２キログラム 

(2) ６キログラム料金表の適用の申出をした者から差し出されるもの 
６キログラム 

(3) １１キログラム料金表の適用の申出をした者から差し出されるもの 
１１キログラム 

２ 料金後納（料金を後納とする料金計器別納を含みます。）としたものであること。 
３ 別記１８に掲げる郵便局又は集配郵便局（別記１８に掲げるものを除きます。）に差し出

されたものであること。 
４ 差出郵便局が指定した時刻までに差し出されたものであること。 
５ 一般書留、代金引換及び保冷郵便以外の特殊取扱としないものであること。 

 
イ アの(ｱ)の申出をした者から差し出された一般小包郵便物であってアに掲げる条件を満たすものに
ついては、特別料金(5)以外の料金を適用しません。 

 
４ 「冊子小包郵便物」とは、冊子とした印刷物その他の印刷物（電子的方法、磁気的方法その他の人の知

覚によって認識することができない方法による記録に係る記録媒体（以下「電磁的記録媒体」といいます。）

を含みます。以下第６表において同じとします。）を内容とする小包郵便物であって、次に掲げる条件を



 

満たすものをいいます。 
(1) 内部に公社が別に定めるもの以外のものを添付しないものであること。 
(2) 公社が別に定める重量、包装及び表示に関する条件を満たすものであること。 
 
（注１） (1)の公社が別に定めるものは、その郵便物の内容たる物に係るもので、次に掲げるものとしま

す。 
１ 内容たる印刷物の重量を超えず、かつ、その印刷物の題号及び「付録」の文字を記載したも

の 
２ 注文用に充てるための郵便振替払込書用紙、返信に必要な事項を記載した用紙その他これら

に類するもの 
３ 注文用又は返信用に充てるためのあて名を記載した封筒又は郵便葉書 
４ 注文を促すための商品見本であって、「見本」、「試供品」又は「サンプル」の文字を記載した

もの 
５ その他注文又は返信を促すためのものその他これに類するもの 

（注２） (2)の公社が別に定める重量、包装及び表示に関する条件は、次のとおりとします。 
１ 重量が３キログラム（特別料金(7)が適用されるものにあっては、４キログラム）を超えない
ものであること。 
２ その郵便物の内容品の見本を提示して差し出す場合を除き、次に定めるところに従い、その

内容品が容易に認定できるように包装して差し出されたものであること。 
(1) 封筒又は袋に納めるものにあっては、その納入口若しくはこれに相当する部分の一部を開
き、又はその内容品の大部分を透視することができるようにすること。 

(2) その他の包装をするものにあっては、包装の外部に無色透明の部分を設けること。 
３ 表面の見やすい所に「冊子小包」の文字を明瞭に記載したものであること。 

 
５ 冊子小包郵便物の料金は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に定めるところにより適用します。 

(1) 基本料金 
基本料金は、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)若しくは(8)の料金が適用される冊子小包郵便物又は心身障害
者用冊子小包郵便物以外の冊子小包郵便物（冊子とした印刷物又は電磁的記録媒体を内容とするものに

限ります。）について適用します。 
(2) 特別料金(1) 
ア 特別料金(1)は、次に掲げる条件を満たす冊子小包郵便物について適用します。 

(ｱ) 次のいずれかに該当するものであること。 
Ａ 同時に５００個以上差し出されたもの 

Ｂ その差出人が、公社が別に定めるところにより申出をした上、一の郵便局に１か月内に５００

個以上（同一郵便区内のみにおいてその引受け及び配達を行うもの以外のものについては、その

差出人が、その差出しの日の属する月の前月の前１年内に、特別料金(1)又は特別料金(2)が適用さ
れるものを一の郵便局に６，０００，０００個以上差し出したときは、同時に１００個以上、か

つ、１か月内に５００個以上）差し出されたもの 

(ｲ) その郵便物をこれと同種の他の郵便物の送達日数に３日程度加算した日数により送達する特別
な取扱いをすることの承諾（以下この５において「３日程度送達余裕承諾」といいます。）をしたも

のであること。 
(ｳ) 公社が別に定める形状、重量、料金支払方法、区分、把束、差出方法、差出郵便局、差出時刻、
外部記載事項及び取扱いに関する条件を満たすものであること。 

イ アの(ｱ)のＢの申出をした者から差し出された冊子小包郵便物について、一の郵便局における１か月
内の差出個数が５００個に満たなかった場合にあっては、(1)の規定にかかわらず、基本料金を適用し
ます。 

 
（注１） アの(ｱ)のＢの公社が別に定めるところは、差出開始の予定期日の属する月の前月末日までに、

氏名、住所その他差出郵便局が指示する事項を記載した書面を、その郵便局に提出していただ

くこととします。提出した書面の内容を変更しようとするときも同様とします。



 

（注２） アの(ｳ)の公社が別に定める形状、重量、料金支払方法、区分、把束、差出方法、差出郵便局、
差出時刻、外部記載事項及び取扱いに関する条件は、次のとおりとします。 
１ 同時に差し出すものの形状及び重量が同一であること。ただし、差出郵便局が指示すると

ころにより郵便物の受取人の住所又は居所の郵便区番号ごとに区分されたものの把束の数等

その郵便局が指示する事項を記載した書面又はその事項を記録した電磁的記録媒体（公社が

指定するものに限ります。）を、その郵便局が指示するところにより添えるものにあっては、

この限りでありません。 

２ 料金別納、料金後納又は料金計器別納としたもの（アの(ｱ)のＢの申出をした上差し出され
るものにあっては、料金後納又は料金を後納とする料金計器別納としたものに限ります。）で

あること。 

３ 郵便物の受取人の住所又は居所の郵便区番号ごとに区分したものであること。ただし、同 

時差出個数が５００個に満たない場合にあっては、差出郵便局が指示するところによります。 

４ 差出郵便局が交付する用紙に、区分された郵便区番号等その郵便局が指示する事項を記載

し、及び次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる文字を朱記して、その郵便局が指示す

るところにより、これを郵便物とともに把束した上、その郵便局が指定するところにより、

郵便区番号ごとにまとめたものであること。ただし、同時差出個数が５００個に満たない場

合にあっては、差出郵便局が指示するところによります。 

(1) (2)に掲げるとき以外のとき 「特割」 
(2) その郵便物をこれと同種の他の郵便物の送達日数に７日程度加算した日数により送達
する特別な取扱いをすることの承諾（以下この５において「７日程度送達余裕承諾」とい

います。）をしたとき 「特特」 
５ 次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる郵便局に差し出されたものであること。ただ

し、(1)に掲げる郵便物を差し出そうとする者（その差出しの日の属する月の前月の前１年内
に、特別料金(1)又は特別料金(2)が適用されるものを一の郵便局に６，０００，０００個以上
差し出した者を除きます。）は、あらかじめ差出郵便局の承認を受け、その郵便物と同時に(2)
に掲げる郵便物をその郵便局に差し出すことができます。 
(1) 同一郵便区内のみにおいてその引受け及び配達を行うもの 
その郵便物の受取人の住所又は居所の郵便物配達を受け持つ郵便局 

(2) (1)以外のもの 
ア その差出人が、その差出しの日の属する月の前月の前１年内に、特別料金(1)又は特別
料金(2)が適用されるものを一の郵便局に６，０００，０００個以上差し出した場合 
別記１８の２に掲げる郵便局 

イ アに掲げる場合以外の場合 

アに掲げる郵便局のほか、その郵便物の引受けに関する事務に支障がない郵便局とし

て支社が指定したもの 
６ 差出郵便局が指定した時刻までに差し出されたものであること。 
７ 差出郵便局が指示するところにより、外部に差出人の氏名及び住所又は居所を明瞭に記載

したものであること。 
８ 特殊取扱としないものであること。 

 
(3) 特別料金(2) 
特別料金(2)は、(2)のアの(ｲ)及び(ｳ)に掲げる条件のほか、次のいずれかの条件を満たす冊子小包郵便
物について適用します。 

ア 同時に５，０００個以上差し出されたものであること。 

イ その差出人が、(2)のアの(ｱ)のＢの申出をした上、一の郵便局に１か月内に５，０００個以上（同一
郵便区内のみにおいてその引受け及び配達を行うもの以外のものについては、その差出人が、その差

出しの日の属する月の前月の前１年内に、特別料金(1)又は特別料金(2)が適用されるものを一の郵便局
に６，０００，０００個以上差し出したときは、同時に１００個以上、かつ、１か月内に５，０００

個以上）差し出されたものであること。 

(4) 特別料金(3) 



 

ア 特別料金(3)は、次に掲げる条件を満たす冊子小包郵便物について適用します。 
(ｱ) その差出人が、公社が別に定めるところにより、一の郵便局に差出開始の予定期日の属する月か
ら１年内に差し出すことを予定している冊子小包郵便物の個数（１，０００，０００個以上に限り

ます。以下この(4)及び第２の２の(4)において「１年内の差出予定個数」といいます。）その他の事
項を申し出た上、差し出されたものであること。 

(ｲ) 同時に１００個以上差し出されたものであること。 
(ｳ) ３日程度送達余裕承諾をしたものであること。 
(ｴ) 公社が別に定める大きさ、形状、重量、料金支払方法、区分、把束、差出方法、差出郵便局、差
出時刻、外部記載事項及び取扱いに関する条件を満たすものであること。 

 

（注１） (ｱ)の公社が別に定めるところは、差出開始の予定期日の属する月の前月末日までに、氏名、
住所、１年内の差出予定個数その他差出郵便局が指示する事項を記載した書面を、その郵便

局に提出していただくこととします。提出した書面の内容（１年内の差出予定個数を除きま

す。）を変更しようとするとき又は特別料金(3)の適用を受ける必要がなくなったときも同様
とします。 

（注２） (ｴ)の公社が別に定める大きさ、形状、重量、料金支払方法、区分、把束、差出方法、差出
郵便局、差出時刻、外部記載事項及び取扱いに関する条件は、次のとおりとします。 

１ (2)の（注２）に掲げる条件（２、４及び５を除きます。）を満たすものであること。 
２ 大きさが、長さ３４センチメートル、幅２５センチメートル、厚さ３．５センチメート

ルを超えないものであること。 

３ 料金後納（料金を後納とする料金計器別納を含みます。）としたものであること。 

４ 差出郵便局が交付する用紙に、区分された郵便区番号等その郵便局が指示する事項を記 

載し、及び「特割」の文字を朱記して、その郵便局が指示するところにより、これを郵便

物とともに把束した上、その郵便局が指定するところにより、郵便区番号ごとにまとめた

ものであること。ただし、同時差出個数が５００個に満たない場合にあっては、差出郵便

局が指示するところによります。 

５ 差出郵便局が必要と認めるときは、第３の２の(1)のアの(ｳ)の（注２）に掲げる条件を
満たすものであること。 

６ 別記１８に掲げる郵便局に差し出されたものであること。 

 

イ アの(ｱ)の申出をした者から差し出された冊子小包郵便物であってアに掲げる条件を満たすものに
ついては、特別料金(3)以外の料金を適用しません。 

(5) 特別料金(4) 
ア 特別料金(4)は、次に掲げる条件を満たす冊子小包郵便物について適用します。 

(ｱ) 配達記録郵便としたものであること。 
(ｲ) その差出人が、公社が別に定めるところにより、一の郵便局に差出開始の予定期日の属する月か
ら１年内に差し出すことを予定している冊子小包郵便物の個数（２００,０００個以上に限ります。

以下この(5)及び第２の２の(5)において「１年内の差出予定個数」といいます。）その他の事項を申
し出た上、差し出されたものであること。 

(ｳ) ３日程度送達余裕承諾をしたものであること。 
(ｴ) 公社が別に定める大きさ、形状、重量、料金支払方法、区分、差出方法、差出郵便局、差出時刻、
外部記載事項及び取扱いに関する条件を満たすものであること。 

 

（注１） (ｲ)の公社が別に定めるところは、差出開始の予定期日の属する月の前月末日までに、氏名、
住所、１年内の差出予定個数その他差出郵便局が指示する事項を記載した書面を、その郵便

局に提出していただくこととします。提出した書面の内容（１年内の差出予定個数を除きま

す。）を変更しようとするとき又は特別料金(4)の適用を受ける必要がなくなったときも同様
とします。 

（注２） (ｴ)の公社が別に定める大きさ、形状、重量、料金支払方法、区分、差出方法、差出郵便局、
差出時刻、外部記載事項及び取扱いに関する条件は、次のとおりとします。 



 

１ 表面及び裏面が長方形で、その長方形の大きさが長さ１４センチメートルから２３．５

センチメートルまで、幅９センチメートルから１３センチメートルまでのものであること。 

２ 厚さが最も厚い部分において１センチメートルを超えないものであること。 

３ 重量が１００グラムを超えないものであること。 

４ 料金後納（料金を後納とする料金計器別納を含みます。）としたものであること。 

５ 差出郵便局の指示に従い、郵便物の受取人の住所又は居所の郵便区番号ごとに区分し、

その郵便局が指定するところによりまとめ、そのまとめられたものごとの数量等差出郵便

局が指示する事項を記載した書面を添えるものであること。ただし、同時差出個数が５０

０個に満たない場合にあっては、差出郵便局が指示するところによります。 

６ 差出郵便局が必要と認めるときは、その郵便局が指示するところにより、その郵便物を

差し出そうとする日の前日から起算して１０日前の日（その郵便局がその郵便物の引受け

に関する事務に支障がないと認める場合にあっては、その郵便局が指定する日）までに、

差し出そうとする郵便物の概数その他その郵便局が指示する事項を記載した書面を提出し

た上、その郵便局が指示するところにより、その郵便局が指定する容器に納入し、かつ、

その書面に記載されたところに従い、差し出されたものであること。 

７ その郵便物の引受けに関する事務に支障がない郵便局として支社が指定したものに差し

出されたものであること。 

８ 差出郵便局が指定した時刻までに差し出されたものであること。 

９ 差出郵便局が指示するところにより、外部に差出人の氏名及び住所又は居所を明瞭に記

載したものであること。 

10 配達記録郵便以外の特殊取扱としないものであること。 
 

イ アの(ｲ)の申出をした者から差し出された冊子小包郵便物であってアに掲げる条件を満たすものに
ついては、特別料金(4)以外の料金を適用しません。 

(6) 特別料金(5) 
特別料金(5)は、次に掲げる条件を満たす冊子小包郵便物について適用します。 
ア あて名の記載を省略したものであること。 
イ 同一差出人から、公社が指定する地域ごとの配達箇所数に基づいて、その一以上の地域の住宅等の

すべてに配達するために差し出されたものであること。 
ウ ３日程度送達余裕承諾をしたものであること。 
エ １２月１３日から翌年１月１４日までの間に差し出されたものでないこと。 
オ 公社が別に定める大きさ、形状、重量、料金支払方法、区分、把束、差出方法、差出郵便局、差出

時刻、外部記載事項、表示及び取扱いに関する条件を満たすものであること。 
 
（注） オの公社が別に定める大きさ、形状、重量、料金支払方法、区分、把束、差出方法、差出郵便

局、差出時刻、外部記載事項、表示及び取扱いに関する条件は、次のとおりとします。 
１ 大きさが、長さ３４センチメートル、幅２５センチメートルを超えないものであること。 
２ 重量が１００グラムを超えないものであること。 
３ 形状、重量及び取扱いが同一のものであること。 
４ 料金別納、料金後納又は料金計器別納としたものであること。 
５ 差出郵便局が指定するところにより、地域ごと又は一定の個数ごとに区分し、その郵便局が

交付する用紙にその地域の名称、郵便区番号及びその郵便局が指示する事項を記載し、及び「３

日」の文字を朱記して、その郵便局が指示するところにより、これを郵便物とともに把束した

上、その郵便局が指定するところにより、地域ごと又は郵便区番号ごとにまとめたものである

こと。 
６ 公社所定の書面を添えて差し出されたものであること。この場合において、料金後納として

差し出す場合には、第５８条（料金後納の差出方法）の（注１）の１及び３に規定する公社所

定の書面の提出は要しません。 
７ あらかじめ、その郵便物の配達事務を取り扱う郵便局ごとの配達箇所数の異動により、その

郵便局において配達すべきものとして差し出されたものの数量とその郵便局において配達を完



 

了したものの数量に過不足が生ずる場合があることを承諾して差し出されたものであること。

この場合における残余の郵便物については、差出人の申出により、次のいずれかの取扱いをし

ます。 
(1) 内国郵便約款第９８条（郵便物が返還される場合の棄却請求）第１項に規定する取扱い 
(2) その郵便局において差出人が指定した地域以外の地域がある場合には、その地域の住宅等
の全部又は一部に配達する取扱い 

８ 次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる郵便局に差し出されたものであること。 
(1) 同一郵便区内のみにおいてその引受け及び配達を行うもの 
配達郵便局 

(2) (1)以外のもの 
別記１８に掲げる郵便局 

９ 差出郵便局が指定した時刻までに差し出されたものであること。 
10 差出郵便局が指示するところにより、外部に差出人の氏名及び住所又は居所を明瞭に記載し
たものであること。 

11 表面の見やすい所に「配達地域指定冊子小包」の文字を明瞭に記載したものであること。 
12 特殊取扱としないものであること。 

(7) 特別料金(6) 
特別料金(6)は、(6)のアからエまでに掲げる条件のほか、次に掲げる条件を満たす冊子小包郵便物につ
いて適用します。 
ア 同時に５００個以上差し出されたものであること。 
イ 公社が別に定める大きさ、形状、重量、料金支払方法、区分、把束、差出方法、差出郵便局、差出

時刻、外部記載事項、表示及び取扱いに関する条件を満たすものであること。 
 

（注） イの公社が別に定める大きさ、形状、重量、料金支払方法、区分、把束、差出方法、差出郵便

局、差出時刻、外部記載事項、表示及び取扱いに関する条件は、次のとおりとします。 
１ (6)の（注）に掲げる条件（１及び５を除きます。）を満たすものであること。 
２ 大きさが、長さ３４センチメートル、幅２５センチメートル、厚さ１センチメートルを超え

ないものであること。 
３ その郵便物を差し出そうとする日の前日から起算して１４日前の日までに、差し出そうとす

る郵便物の配達地域その他差出郵便局が指示する事項を記載した書面又はその事項を記録した

電磁的記録媒体（公社が指定するものに限ります。以下この（注）の３において「書面等」と

いいます。）を提出した上、その書面等に記載され、又は記録されたところに従い、差し出され

たものであること。 
４ 差出郵便局が指定するところにより、地域ごと又は一定の個数ごとに区分し、その郵便局が

交付する用紙にその地域の名称、郵便区番号及びその郵便局が指示する事項を記載し、及び次

に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる文字を朱記して、その郵便局が指示するところによ

り、これを郵便物とともに把束した上、その郵便局が指定するところにより、地域ごと又は郵

便区番号ごとにまとめたものであること。 
(1) (2)に掲げるとき以外のとき 「３日」 
(2) ７日程度送達余裕承諾をしたとき 「７日」 

 
(8) 特別料金(7) 
ア 特別料金(7)は、次に掲げる条件を満たす冊子小包郵便物について適用します。 

(ｱ) その差出人が、公社が別に定めるところにより、一の郵便局に差出開始の予定期日の属する月か
ら１年内に差し出すことを予定している冊子小包郵便物の個数（３０，０００，０００個以上に限

ります。以下この(8)及び第２の２の(8)において「１年内の差出予定個数」といいます。）その他の
事項を申し出た上、差し出されたものであること。 

(ｲ) ７日程度送達余裕承諾をしたものであること。 
(ｳ) 公社が別に定める大きさ、形状、重量、料金支払方法、区分、把束、差出方法、差出郵便局、差
出時刻、外部記載事項及び取扱いに関する条件を満たすものであること。 



 

 
（注１） (ｱ)の公社が別に定めるところは、差出開始の予定期日の属する月の前月末日までに、氏名、

住所、１年内の差出予定個数その他差出郵便局（他局差出承認を受けた者にあっては、特例

承認局）が指示する事項を記載した書面を、その郵便局に提出していただくこととします。

提出した書面の内容（１年内の差出予定個数を除きます。）を変更しようとするとき又は特別

料金(7)の適用を受ける必要がなくなったときも同様とします。 
（注２） (ｳ)の公社が別に定める大きさ、形状、重量、料金支払方法、区分、把束、差出方法、差出

郵便局、差出時刻、外部記載事項及び取扱いに関する条件は、次のとおりとします。 
なお、差出郵便局が必要と認めるときは、これらの条件について、この（注２）の７の書

面を提出した日から差し出そうとする日までの間に、その郵便局が適当と認める方法により

確認することがあります。 
１ (2)の（注２）に掲げる条件（１、２、４及び５を除きます。）を満たすものであること。 
２ 大きさが、長さ４０センチメートル、幅３５センチメートル、厚さ１０センチメートル

を超えないものであること。 
３ 同時に差し出すものの形状及び重量が同一であること。ただし、郵便物の受取人の住所

又は居所の郵便区番号ごとの把束されたものの数等差出郵便局が指示する事項を、その郵

便局が指定する方法により申し出た上、差し出される場合にあっては、この限りでありま

せん。 
４ 料金後納（料金を後納とする料金計器別納を含みます。）としたものであること。 
５ 郵便物の表面又は差出郵便局が交付する用紙に、区分された郵便区番号等その郵便局が

指示する事項を記載し、及び「特特」の文字を記載（差出郵便局が交付する用紙にあって

は朱記）して、その郵便局が指示するところにより把束（差出郵便局が交付する用紙は、

これを郵便物とともに把束）した上、その郵便局が指定するところにより、郵便区番号ご

とにまとめたものであること。ただし、同時差出個数が５００個に満たない場合にあって

は、差出郵便局が指示するところによります。 
６ 差出郵便局が必要と認めるときは、その郵便局が指示するところにより、郵便区番号ご

とにまとめたものを、その郵便局が指定する容器に納入し、かつ、その容器にその郵便局

が指示する事項を表示した上、差し出されたものであること。 
７ 差出郵便局が指示するところにより、その郵便物を差し出そうとする日の前日から起算

して１５日前の日（その郵便局がその郵便物の引受けに関する事務に支障がないと認める

場合にあっては、その郵便局が指定する日）までに、差し出そうとする郵便物の概数その

他その郵便局が指示する事項を記載した書面を提出した上、その書面に記載されたところ

に従い、差し出されたものであること。 
８ 郵便物の表面の見やすい所に第７８条（受取人不在等の場合の取扱い）の（注２）の６

に規定する場所を明瞭に記載した上、差し出されたものであること。 
９ 別記１８に掲げる郵便局に差し出されたものであること。この場合において、差出郵便

局の数は１０を超えないものとします。 
 

イ アの(ｱ)の申出をした者から差し出された冊子小包郵便物であってアに掲げる条件を満たすものに
ついては、特別料金(7)以外の料金を適用しません。 

 
６ 「心身障害者用冊子小包郵便物」とは、冊子小包郵便物（冊子とした印刷物を内容とするものに限りま

す。）であって、次に掲げる条件を満たすものをいいます。 
(1) 図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第２条第１項に規定する図書館（７の規定により届出をした
ものに限ります。）と身体に重度の障害がある者又は知的障害の程度が重い者との間に郵便による図書の

閲覧のために発受するものであること。 
(2) 公社が別に定める差出郵便局及び表示に関する条件を満たすものであること。 
 
（注） (2)の公社が別に定める差出郵便局及び表示に関する条件は、次のとおりとします。 

１ 図書館から差し出されるものは、その図書館の所在地の郵便物配達を受け持つ郵便局又はその



 

郵便局の郵便物配達受持区域内にある郵便局であって支社が指定したものに差し出されたもので

あること。 
２ 表面の見やすい所に、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる事項を明瞭に記載したもの

であること。 
(1) 図書館から差し出されるもの 
「図書館用冊子小包」の文字並びに図書館の名称及び所在地 

(2) 図書館にあてて差し出されるもの 
「図書館用冊子小包」の文字 

 
７ 心身障害者用冊子小包郵便物を発受しようとする図書館は、公社が別に定めるところにより、届出をし

ていただきます。図書館の名称若しくは所在地を変更しようとするとき又は郵便による図書の閲覧に関す

る業務をやめたときも同様とします。 
 
（注） 公社が別に定めるところは、心身障害者用冊子小包郵便物を発受しようとするとき又は図書館の名

称若しくは所在地を変更するときは、あらかじめ公社所定の書面に郵便による図書の閲覧業務に関す

る資料を添えて６の(2)の（注）の１の郵便局に提出し、その郵便物を発受する図書館が郵便による図
書の閲覧業務をやめたときは、直ちに公社所定の書面をその郵便局に提出していただくこととします。 

 
８ 「点字小包郵便物」とは、点字のみを掲げたものを内容とする小包郵便物であって、公社が別に定める

包装及び表示に関する条件を満たすものをいいます。 
 
（注） 公社が別に定める包装及び表示に関する条件は、次のとおりとします。 

１ ４の（注２）の２に掲げる条件を満たすものであること。 
２ 表面の見やすい所に「点字小包」の文字を明瞭に記載したものであること。 

 
９ 「聴覚障害者用小包郵便物」とは、聴覚障害者用のビデオテープを内容とする小包郵便物であって、次

に掲げる条件を満たすものをいいます。 
(1) 聴覚障害者の福祉を増進することを目的とする施設（公社が指定するものに限ります。）と聴覚障害
者との間に郵便によるビデオテープの貸出し又は返却のために発受するものであること。 

(2) 公社が別に定める重量、差出郵便局、包装及び表示に関する条件を満たすものであること。 
 
（注） (2)の公社が別に定める重量、差出郵便局、包装及び表示に関する条件は、次のとおりとします。 

１ 重量が３キログラムを超えないものであること。 
２ 施設から差し出されるものは、その施設の所在地の郵便物配達を受け持つ郵便局又はその郵便

局の郵便物配達受持区域内にある郵便局であって支社が指定したものに差し出されたものである

こと。 
３ ４の（注２）の２に掲げる条件を満たすものであること。 
４ 表面の見やすい所に、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる事項を明瞭に記載したもの

であること。 
(1) 施設から差し出されるもの 
「聴覚障害者用小包」の文字並びに施設の名称及び所在地 

(2) 施設にあてて差し出されるもの 
「聴覚障害者用小包」の文字 

 
10 ９の(1)の公社の指定を受けようとする施設は、公社が別に定めるところにより、その請求をしていただ
きます。 

 
（注） 公社が別に定めるところは、公社所定の書面に定款、寄附行為その他聴覚障害者の福祉を増進する

ことを目的とする施設であることを証明することができる書類を添付して、公社に提出していただく

こととします。 



 

 
11 ９の(1)の公社の指定を受けた施設は、その名称若しくは所在地を変更しようとするとき又は聴覚障害者
用小包郵便物を差し出す必要がなくなったときは、公社が別に定めるところにより、届出をしていただき

ます。 
 
（注） 公社が別に定めるところは、直ちに公社所定の書面を９の（注）の２の郵便局に提出していただく

こととします。 
 
12 「定形小包郵便物」とは、定形小包包装物（別記１９に規定する規格及び様式により公社が発行する紙
製の封筒をいいます。以下同じとします。）に納入して差し出された小包郵便物であって、次に掲げる条

件を満たすものをいいます。 
(1) 定形小包包装物にはり付けられた郵便物の配達証がはがれていないものであって、公社が別に定める
ところにより、差し出されたものであること。 

(2) 公社が別に定める取扱いに関する条件を満たすものであること。 
 
（注１） (1)の公社が別に定めるところは、次のとおりとします。 

１ 公社が指定する方法により納入口を封じること。 
２ 定形小包包装物の一部の切取りその他の加工をしないこと。 

（注２） (2)の公社が別に定める取扱いに関する条件は、特殊取扱としないものであることとします。 
 

13 「空港小包郵便物」とは、旅行かばん、ゴルフ用具又はスキー用具を内容とする小包郵便物であって、
次に掲げる条件を満たすものをいいます。 
(1) 次のいずれかに該当するものであること。 
ア 空港内にある郵便局（公社が指定したものに限ります。イにおいて同じとします。）に留め置くもの 
イ 空港内にある郵便局に差し出されたもの 

(2) 公社が別に定める差出日時、包装、表示及び取扱いに関する条件を満たすものであること。 
 
（注） (2)の公社が別に定める差出日時、包装、表示及び取扱いに関する条件は、次のとおりとします。 

１ 差出郵便局が指定した日時までに差し出されたものであること。 
２ 差出郵便局が指示するところにより、内容品が容易に認定できるように包装したものであるこ

と。 
３ 表面の見やすい所に「空港小包」の文字及び航空機に搭乗する予定年月日その他の差出郵便局

が指示する事項を明瞭に記載したものであること。 
４ 特殊取扱としないものであること。 
５ 公社が指定する方法により交付することを承諾したものであること。 

 
14 空港小包郵便物の料金は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に定めるところにより適用します。 

(1) 基本料金 
基本料金は、(2)の料金が適用される空港小包郵便物以外の空港小包郵便物について適用します。 

(2) 特別料金 
特別料金は、第８条（大きさ及び重量の制限）に規定する大きさの最大限又は重量の制限を超える空

港小包郵便物について適用します。 
 

15 「ゴルフ小包郵便物」とは、ゴルフ用具を内容とする小包郵便物（空港小包郵便物を除きます。）であ
って、公社が別に定める差出日時、包装、表示及び取扱いに関する条件を満たすものをいいます。 

 
（注） 公社が別に定める差出日時、包装、表示及び取扱いに関する条件は、次のとおりとします。 

１ 差出郵便局が指定した日時までに差し出されたものであること。 
２ 差出郵便局が指示するところにより、内容品が容易に認定できるように包装したものであること。 
３ 表面の見やすい所に「ゴルフ小包」の文字及び使用予定年月日その他の差出郵便局が指示する事



 

項を明瞭に記載したものであること。 
４ 特殊取扱としないものであること。 
５ 公社が指定する方法により交付することを承諾したものであること。 

 
16 ゴルフ小包郵便物の料金は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に定めるところにより適用します。 

(1) 基本料金 
基本料金は、(2)の料金が適用されるゴルフ小包郵便物以外のゴルフ小包郵便物について適用します。 

(2) 特別料金 
特別料金は、第８条（大きさ及び重量の制限）に規定する大きさの最大限又は重量の制限を超えるゴ

ルフ小包郵便物について適用します。 
 

17 「スキー小包郵便物」とは、スキー用具を内容とする小包郵便物（空港小包郵便物を除きます。）であ
って、公社が別に定める差出日時、包装、表示及び取扱いに関する条件を満たすものをいいます。 

 
（注） 公社が別に定める差出日時、包装、表示及び取扱いに関する条件は、次のとおりとします。 

１ 差出郵便局が指定した日時までに差し出されたものであること。 
２ 差出郵便局が指示するところにより、内容品が容易に認定できるように包装したものであること。 
３ 表面の見やすい所に「スキー小包」の文字及び使用予定年月日その他の差出郵便局が指示する事

項を明瞭に記載したものであること。 
４ 特殊取扱としないものであること。 
５ 公社が指定する方法により交付することを承諾したものであること。 

 
18 スキー小包郵便物の料金は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に定めるところにより適用します。 

(1) 基本料金 
基本料金は、(2)の料金が適用されるスキー小包郵便物以外のスキー小包郵便物について適用します。 

(2) 特別料金 
特別料金は、第８条（大きさ及び重量の制限）に規定する大きさの最大限又は重量の制限を超えるス

キー小包郵便物について適用します。 
 

19 「簡易小包郵便物」とは、その表面の見やすい所にバーコードその他公社が指示する事項を記載し、又
は別に記載して公社が別に定めるところにより添付した上差し出された小包郵便物であって、公社が別に

定める大きさ、重量、表示及び取扱いに関する条件を満たすものをいいます。 
 
（注１） 公社が別に定めるところは、次に定めるところによります。 

１ あて名変換郵便とするものにあっては、差出郵便局が指示するところにより添付していただき

ます。 
２ １以外のものにあっては、容易にはがれないよう全面を密着させて添付していただきます。 

（注２） 公社が別に定める大きさ、重量、表示及び取扱いに関する条件は、次のとおりとします。 
１ 大きさが、長さ３４センチメートル、幅２５センチメートル、厚さ３．５センチメートルを超

えないものであること。 
２ 重量が１キログラムを超えないものであること。 
３ 表面の見やすい所に「簡易小包」又はこれに相当する文字を明瞭に記載したものであること。 
４ あて名変換郵便以外の特殊取扱としないものであること。 

 
20 簡易小包郵便物の料金は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に定めるところにより適用します。 

(1) 基本料金 
基本料金は、(2)又は(3)の料金が適用される簡易小包郵便物以外の簡易小包郵便物について適用します。 

(2) 特別料金(1) 
特別料金(1)は、次に掲げる条件を満たす簡易小包郵便物について適用します。 
ア その差出人が、公社が別に定めるところにより、一の郵便局に差出開始の予定期日の属する月から



 

１年内に差し出すことを予定している簡易小包郵便物の個数（１０，０００個以上に限ります。以下

この(2)及び第２の８の(2)において「１年内の差出予定個数」といいます。）その他の事項を申し出た
上、差し出されたものであること。 
イ その郵便物をこれと同種の他の郵便物の送達日数に１日程度加算した日数により送達する特別な取

扱いをすることの承諾をしたもの（公社が郵便物の運送方法を勘案して別に定める郵便局に差し出さ

れたものを除きます。）であること。 
ウ 公社が別に定める料金支払方法、区分、把束、差出方法、差出郵便局、差出時刻、外部記載事項及

び取扱いに関する条件を満たすものであること。 
 

（注１） アの公社が別に定めるところは、差出開始の予定期日の属する月の前月末日までに、氏名、

住所、１年内の差出予定個数その他差出郵便局（他局差出承認を受けた者にあっては、特例承

認局）が指示する事項を記載した書面を、その郵便局に提出していただくこととします。提出

した書面の内容（１年内の差出予定個数を除きます。）を変更しようとするとき又は特別料金(1)
の適用を受ける必要がなくなったときも同様とします。 

（注２） イの公社が郵便物の運送方法を勘案して別に定める郵便局は、別記１８のとおりとします。 
（注３） ウの公社が別に定める料金支払方法、区分、把束、差出方法、差出郵便局、差出時刻、外部

記載事項及び取扱いに関する条件は、次のとおりとします。 
１ 料金後納（料金を後納とする料金計器別納を含みます。）としたものであること。 
２ 郵便物の受取人の住所又は居所の郵便区番号ごとに区分したものであること。ただし、同

時差出個数が５００個に満たない場合にあっては、差出郵便局が指示するところによります。 
３ 差出郵便局が交付する用紙に、区分された郵便区番号等差出郵便局が指示する事項を記載

し、及び「割引」の文字を朱記して、その郵便局が指示するところにより、これを郵便物と

ともに把束した上、その郵便局が指定するところにより、郵便区番号ごとにまとめたもので

あること。ただし、同時差出個数が５００個に満たない場合にあっては、差出郵便局が指示

するところによります。 
４ 郵便物の受取人の住所又は居所の郵便区番号ごとの把束されたものの数等差出郵便局が指

示する事項を記載した書面又はその事項を記録した電磁的記録媒体（公社が指定するものに

限ります。）を郵便物に添えて差し出されたものであること。 
５ 別記１８に掲げる郵便局又は集配郵便局（別記１８に掲げるものを除きます。）に差し出さ

れたものであること。この場合において、差出郵便局の数は２０を超えないものとします。 
６ 差出郵便局が指定した時刻までに差し出されたものであること。 
７ 差出郵便局が指示するところにより、外部に差出人の氏名及び住所又は居所を明瞭に記載

したものであること。 
８ 特殊取扱としないものであること。 

 
(3) 特別料金(2) 
特別料金(2)は、次に掲げる条件を満たす簡易小包郵便物について適用します。 
ア その受取人が、公社が別に定めるところにより、受取開始の予定期日の属する月から１年内に受け

取ることを予定している簡易小包郵便物の個数（５０，０００個以上に限ります。以下この(3)及び第
２の８の(3)において「１年内の受取予定個数」といいます。）その他の事項を申し出た上、交付を受
けたものであること。 
イ その受取人が、その郵便物の配達事務を取り扱う郵便局が指定する方法により交付を受けることに

ついて承諾をしたものであること。 
ウ 公社が別に定める料金支払方法及び取扱いに関する条件を満たすものであること。 

 
（注１） アの公社が別に定めるところは、受取開始の予定期日の属する月の前月末日までに、氏名、

住所、１年内の受取予定個数その他その郵便物の配達事務を取り扱う郵便局が指示する事項を

記載した書面を、その郵便局に提出していただくこととします。提出した書面の内容（１年内

の受取予定個数を除きます。）を変更しようとするとき又は特別料金(2)の適用を受ける必要が
なくなったときも同様とします。 



 

（注２） ウの公社が別に定める料金支払方法及び取扱いに関する条件は、次のとおりとします。 
１ 料金を後納とする料金受取人払としたものであること。 
２ 特殊取扱としないものであること。 

 
21 小包郵便物（定形小包郵便物及び簡易小包郵便物を除きます。）については、第３（料金割引）に定め
るところにより、料金割引を適用します。



 

 

第２ 料金額 
 
１ 一般小包郵便物の料金 
 

(1) 基本料金 
 
ア イに掲げるもの以外のもの 

料金の区別 
 
サイズ 

県 内 あ

て の も

の 

第 １ 地

帯 あ て

のもの 

第 ２ 地

帯 あ て

のもの 

第 ３ 地

帯 あ て

のもの 

第 ４ 地

帯 あ て

のもの 

第 ５ 地

帯 あ て

のもの 

第 ６ 地

帯 あ て

のもの 

第 ７ 地

帯 あ て

のもの 
60サイズ 600円 700円 800円 900円 1,000円 1,100円 1,200円 1,300円
80サイズ 800円 900円 1,000円 1,100円 1,200円 1,300円 1,400円 1,500円
100サイズ 1,000円 1,100円 1,200円 1,300円 1,400円 1,500円 1,600円 1,700円
120サイズ 1,200円 1,300円 1,400円 1,500円 1,600円 1,700円 1,800円 1,900円
140サイズ 1,400円 1,500円 1,600円 1,700円 1,800円 1,900円 2,000円 2,100円
160サイズ 1,600円 1,700円 1,800円 1,900円 2,000円 2,100円 2,200円 2,300円
170サイズ 1,700円 1,900円 2,000円 2,100円 2,200円 2,300円 2,400円 2,500円
備考 
１ 「県内あてのもの」とは、同一の都道府県内のみにおいてその引受け及び配達を行うものをいい

ます。以下同じとします。 
２ 地帯の区別は、付表１に掲げるところによります。イにおいて同じとします。 
３ 「サイズ」とは、郵便物の長さ、幅及び厚さの合計をいい、サイズの区別は、次に掲げるところ

によります。以下同じとします。 
 

区  別 長さ、幅及び厚さの合計 
６０サイズ ６０センチメートルまで 
８０サイズ ６０センチメートルを超え８０センチメートルまで 
１００サイズ ８０センチメートルを超え１メートルまで 
１２０サイズ １メートルを超え１．２メートルまで 
１４０サイズ １．２メートルを超え１．４メートルまで 
１６０サイズ １．４メートルを超え１．６メートルまで 
１７０サイズ １．６メートルを超え１．７メートルまで 

 
イ 郵便局において差し出されたもの 

料金の区別 
 
サイズ 

県 内 あ

て の も

の 

第 １ 地

帯 あ て

のもの 

第 ２ 地

帯 あ て

のもの 

第 ３ 地

帯 あ て

のもの 

第 ４ 地

帯 あ て

のもの 

第 ５ 地

帯 あ て

のもの 

第 ６ 地

帯 あ て

のもの 

第 ７ 地

帯 あ て

のもの 
60サイズ 500円 600円 700円 800円 900円 1,000円 1,100円 1,200円
80サイズ 700円 800円 900円 1,000円 1,100円 1,200円 1,300円 1,400円
100サイズ 900円 1,000円 1,100円 1,200円 1,300円 1,400円 1,500円 1,600円
120サイズ 1,100円 1,200円 1,300円 1,400円 1,500円 1,600円 1,700円 1,800円
140サイズ 1,300円 1,400円 1,500円 1,600円 1,700円 1,800円 1,900円 2,000円
160サイズ 1,500円 1,600円 1,700円 1,800円 1,900円 2,000円 2,100円 2,200円
170サイズ 1,600円 1,800円 1,900円 2,000円 2,100円 2,200円 2,300円 2,400円

 
(2) 特別料金(1) 
ア 第８条（大きさ及び重量の制限）に規定する大きさの最大限を超えるもの 

(ｱ) (ｲ)に掲げるもの以外のもの 
(1)（基本料金）の規定により算出した額（「１７０サイズ」の欄に掲げるものに限ります。） 



 

 

(ｲ) 第１の３の(4)（特別料金(3)）に規定する条件を満たすもの 
(4)（特別料金(3)）の規定により算出した額 

イ 第８条（大きさ及び重量の制限）に規定する重量の制限を超えるもの 
(ｱ) (ｲ)に掲げるもの以外のもの 

(1)（基本料金）の規定により算出した額 
(ｲ) 第１の３の(4)（特別料金(3)）に規定する条件を満たすもの 

(4)（特別料金(3)）の規定により算出した額（「２５キログラムを超え３０キログラムまで」の欄
に掲げるものに限ります。） 

 
(3) 特別料金(2) 
差

出

個

数 

料金の区別 
 
 
サイズ 

県内あ

てのも

の 

第１地

帯あて

のもの 

第２地

帯あて

のもの 

第３地

帯あて

のもの 

第４地

帯あて

のもの 

第５地

帯あて

のもの 

第６地

帯あて

のもの 

第７地

帯あて

のもの 

60サイズ 480円 560円 640円 720円 800円 880円 960円 1,040円
80サイズ 640円 720円 800円 880円 960円 1,040円 1,120円 1,200円
100サイズ 800円 880円 960円 1,040円 1,120円 1,200円 1,280円 1,360円
120サイズ 960円 1,040円 1,120円 1,200円 1,280円 1,360円 1,440円 1,520円
140サイズ 1,120円 1,200円 1,280円 1,360円 1,440円 1,520円 1,600円 1,680円
160サイズ 1,280円 1,360円 1,440円 1,520円 1,600円 1,680円 1,760円 1,840円

１
０
個
以
上
２
０
個
未
満 

170サイズ 1,360円 1,520円 1,600円 1,680円 1,760円 1,840円 1,920円 2,000円
60サイズ 470円 550円 620円 700円 780円 860円 940円 1,010円
80サイズ 620円 700円 780円 860円 940円 1,010円 1,090円 1,170円
100サイズ 780円 860円 940円 1,010円 1,090円 1,170円 1,250円 1,330円
120サイズ 940円 1,010円 1,090円 1,170円 1,250円 1,330円 1,400円 1,480円
140サイズ 1,090円 1,170円 1,250円 1,330円 1,400円 1,480円 1,560円 1,640円
160サイズ 1,250円 1,330円 1,400円 1,480円 1,560円 1,640円 1,720円 1,790円

２
０
個
以
上
５
０
個
未
満 

170サイズ 1,330円 1,480円 1,560円 1,640円 1,720円 1,790円 1,870円 1,950円
60サイズ 460円 530円 610円 680円 760円 840円 910円 990円
80サイズ 610円 680円 760円 840円 910円 990円 1,060円 1,140円
100サイズ 760円 840円 910円 990円 1,060円 1,140円 1,220円 1,290円
120サイズ 910円 990円 1,060円 1,140円 1,220円 1,290円 1,370円 1,440円
140サイズ 1,060円 1,140円 1,220円 1,290円 1,370円 1,440円 1,520円 1,600円
160サイズ 1,220円 1,290円 1,370円 1,440円 1,520円 1,600円 1,670円 1,750円

５
０
個
以
上
１
０
０
個
未
満 170サイズ 1,290円 1,440円 1,520円 1,600円 1,670円 1,750円 1,820円 1,900円

60サイズ 440円 520円 590円 670円 740円 810円 890円 960円
80サイズ 590円 670円 740円 810円 890円 960円 1,040円 1,110円
100サイズ 740円 810円 890円 960円 1,040円 1,110円 1,180円 1,260円
120サイズ 890円 960円 1,040円 1,110円 1,180円 1,260円 1,330円 1,410円
140サイズ 1,040円 1,110円 1,180円 1,260円 1,330円 1,410円 1,480円 1,550円
160サイズ 1,180円 1,260円 1,330円 1,410円 1,480円 1,550円 1,630円 1,700円

１
０
０
個
以
上 

170サイズ 1,260円 1,410円 1,480円 1,550円 1,630円 1,700円 1,780円 1,850円
備考 



 

 

１ 「差出個数」とは、同時に、又は１か月内に差し出された一般小包郵便物の個数をいいます。 
２ 地帯の区別は、付表１に掲げるところによります。 
３ 第１の３の(3)のアの(ｲ)の申出をした者から差し出された一般小包郵便物であって１か月内の差出
個数が１０個に満たなかったものについては、１の(1)（基本料金）のアの規定により算出した額とし
ます。 

 
(4) 特別料金(3) 

第１地帯あてのもの 料金の区別 
重 量 市内あてのもの その他のもの

第２地帯あて

のもの 
第３地帯あて

のもの 
第４地帯あて

のもの 
２キログラムまで ５１０円 ６１０円 ７１０円 ８２０円 １，０２０円
２キログラムを超え

４キログラムまで 
６３０円 ７７０円 ８７０円 ９８０円 １，１８０円

４キログラムを超え

６キログラムまで 
７５０円 ９３０円 １，０３０円 １，１４０円 １，３４０円

６キログラムを超え

８キログラムまで 
８１０円 １，０１０円 １，１１０円 １，２２０円 １，４２０円

８キログラムを超え

11キログラムまで 
８７０円 １，０９０円 １，１９０円 １，３００円 １，５００円

11 キログラムを超え
12キログラムまで 

９３０円 １，１７０円 １，２７０円 １，３８０円 １，５８０円

12 キログラムを超え
14キログラムまで 

９９０円 １，２５０円 １，３５０円 １，４６０円 １，６６０円

14 キログラムを超え
16キログラムまで 

１，０５０円 １，３３０円 １，４３０円 １，５４０円 １，７４０円

16 キログラムを超え
18キログラムまで 

１，１１０円 １，４１０円 １，５１０円 １，６２０円 １，８２０円

18 キログラムを超え
21キログラムまで 

１，１７０円 １，４９０円 １，５９０円 １，７００円 １，９００円

21 キログラムを超え
25キログラムまで 

１，３２０円 １，６９０円 １，７９０円 １，９００円 ２，１００円

25 キログラムを超え
30キログラムまで 

１，４７０円 １，８９０円 １，９９０円 ２，１００円 ２，３００円

備考 
１ 「市内あてのもの」とは、同一の郵便区内、都の区の存する区域内又は同一市町村内のみにおいて

その引受け及び配達を行うものをいいます。以下同じとします。 
２ 地帯の区別は、付表２に掲げるところによります。 



 

 

(5) 特別料金(4) 
ア ６キログラムまでのものに適用する料金表 

第１地帯あてのもの 
重

量 

料金の区別 
１か月内 
の差出個数 

市内あての

もの 
その他のもの

第２地帯あて

のもの 
第３地帯あて

のもの 
第４地帯あて

のもの 

1,000個未満 ７５０円 ９３０円 １，０３０円 １，１４０円 １，３４０円
1,000個以上 
5,000個未満 

３９０円 ４３０円 ５１０円 ６００円 ７２０円

5,000個以上 
10,000個未満 

３８０円 ４２０円 ５００円 ５９０円 ７１０円

10,000個以上 
20,000個未満 

３７０円 ４１０円 ４９０円 ５８０円 ７００円

20,000個以上 
50,000個未満 

３６０円 ４００円 ４８０円 ５７０円 ６９０円

50,000個以上 
100,000個未満 

３５０円 ３９０円 ４７０円 ５６０円 ６８０円

６

キ

ロ

グ

ラ

ム

ま

で 

100,000個以上 ３３０円 ３７０円 ４５０円 ５４０円 ６６０円

備考 地帯の区別は、付表２に掲げるところによります。イにおいて同じとします。 
 
イ １１キログラムまでのものに適用する料金表 

第１地帯あてのもの 
重

量 

料金の区別 
１か月内 
の差出個数 

市内あての

もの 
その他のもの

第２地帯あて

のもの 
第３地帯あて

のもの 
第４地帯あて

のもの 

1,000個未満 ８７０円 １，０９０円 １，１９０円 １，３００円 １，５００円
1,000個以上 
5,000個未満 

４２０円 ４６０円 ５４０円 ６３０円 ７５０円

5,000個以上 
10,000個未満 

４１０円 ４５０円 ５３０円 ６２０円 ７４０円

10,000個以上 
20,000個未満 

４００円 ４４０円 ５２０円 ６１０円 ７３０円

20,000個以上 
50,000個未満 

３９０円 ４３０円 ５１０円 ６００円 ７２０円

50,000個以上 
100,000個未満 

３８０円 ４２０円 ５００円 ５９０円 ７１０円

１

１

キ

ロ

グ

ラ

ム

ま

で 

100,000個以上 ３６０円 ４００円 ４８０円 ５７０円 ６９０円

 



 

 

(6) 特別料金(5) 
ア ２キログラムまでのものに適用する料金表 
 

(ｱ) 公社が郵便物の運送方法を勘案して別に定める郵便局に差し出されたもの 
第１地帯あてのもの 

重

量 

料金の区別 
１年内 
の差出予定個数 

市内あての

もの 
その他のもの

第２地帯あて

のもの 
第３地帯あて

のもの 
第４地帯あて

のもの 

20,000個以上 
100,000個未満 

３０５円 ３６５円 ４２５円 ４９０円 ６１０円

100,000個以上 
200,000個未満 

２９５円 ３５５円 ４１０円 ４７５円 ５９０円

200,000個以上 
500,000個未満 

２９０円 ３４５円 ４０５円 ４６５円 ５８０円

500,000個以上 
1,000,000個未満 

２９０円 ３３５円 ３９０円 ４５０円 ５６０円

1,000,000個以上 
2,000,000個未満 

２９０円 ３３０円 ３８０円 ４４０円 ５５０円

２

キ

ロ

グ

ラ

ム

ま

で 

2,000,000個以上 ２９０円 ３２５円 ３７０円 ４２５円 ５３０円

備考 
１ 地帯の区別は、付表２に掲げるところによります。以下この(6)において同じとします。 
２ 差出開始日の属する月から１年内の差出個数の合計（以下この(6)において「１年内の差出個数」
といいます。）が１年内の差出予定個数に満たなかった場合にあっては、公社の指示に従い、１年

内に差し出されたその郵便物について、この表の規定によるそれぞれの郵便物の料金の額を合計

した額と次の表の規定によるそれぞれの郵便物の料金の額を合計した額の差額を支払っていただ

きます。 
 

第１地帯あてのもの 
重

量 

料金の区別 
１年内 
の差出個数 

市内あての

もの 
その他のもの

第２地帯あて

のもの 
第３地帯あて

のもの 
第４地帯あて

のもの 

20,000個未満 ５１０円 ６１０円 ７１０円 ８２０円 １，０２０円
20,000個以上 
100,000個未満 

３０５円 ３６５円 ４２５円 ４９０円 ６１０円

100,000個以上 
200,000個未満 

２９５円 ３５５円 ４１０円 ４７５円 ５９０円

200,000個以上 
500,000個未満 

２９０円 ３４５円 ４０５円 ４６５円 ５８０円

500,000個以上 
1,000,000個未満 

２９０円 ３３５円 ３９０円 ４５０円 ５６０円

２

キ

ロ

グ

ラ

ム

ま

で 
1,000,000個以上 
2,000,000個未満 

２９０円 ３３０円 ３８０円 ４４０円 ５５０円

 
（注） 公社が郵便物の運送方法を勘案して別に定める郵便局は、別記１８のとおりとします。 



 

 

(ｲ) 集配郵便局（(ｱ)の郵便局を除きます。）に差し出されたもの 
第１地帯あてのもの 

重

量 

料金の区別 
１年内 
の差出予定個数 

市内あての

もの 
その他のもの

第２地帯あて

のもの 
第３地帯あて

のもの 
第４地帯あて

のもの 

20,000個以上 
100,000個未満 

３２５円 ３８５円 ４４５円 ５１０円 ６３０円

100,000個以上 
200,000個未満 

３１５円 ３７５円 ４３０円 ４９５円 ６１０円

200,000個以上 
500,000個未満 

３１０円 ３６５円 ４２５円 ４８５円 ６００円

500,000個以上 
1,000,000個未満 

３１０円 ３５５円 ４１０円 ４７０円 ５８０円

1,000,000個以上 
2,000,000個未満 

３１０円 ３５０円 ４００円 ４６０円 ５７０円

２

キ

ロ

グ

ラ

ム

ま

で 

2,000,000個以上 ３１０円 ３４０円 ３９０円 ４４５円 ５５０円

備考 
１年内の差出個数が１年内の差出予定個数に満たなかった場合にあっては、公社の指示に従い、１

年内に差し出されたその郵便物について、この表の規定によるそれぞれの郵便物の料金の額を合計し

た額と次の表の規定によるそれぞれの郵便物の料金の額を合計した額の差額を支払っていただきます。 
 

第１地帯あてのもの 
重

量 

料金の区別 
１年内 
の差出個数 

市内あての

もの 
その他のもの

第２地帯あて

のもの 
第３地帯あて

のもの 
第４地帯あて

のもの 

20,000個未満 ５１０円 ６１０円 ７１０円 ８２０円 １，０２０円
20,000個以上 
100,000個未満 

３２５円 ３８５円 ４４５円 ５１０円 ６３０円

100,000個以上 
200,000個未満 

３１５円 ３７５円 ４３０円 ４９５円 ６１０円

200,000個以上 
500,000個未満 

３１０円 ３６５円 ４２５円 ４８５円 ６００円

500,000個以上 
1,000,000個未満 

３１０円 ３５５円 ４１０円 ４７０円 ５８０円

２

キ

ロ

グ

ラ

ム

ま

で 
1,000,000個以上 
2,000,000個未満 

３１０円 ３５０円 ４００円 ４６０円 ５７０円

 



 

 

イ ６キログラムまでのものに適用する料金表 
 

(ｱ) 公社が郵便物の運送方法を勘案して別に定める郵便局に差し出されたもの 
第１地帯あてのもの 

重

量 

料金の区別 
１年内 
の差出予定個数 

市内あての

もの 
その他のもの

第２地帯あて

のもの 
第３地帯あて

のもの 
第４地帯あて

のもの 

20,000個以上 
100,000個未満 

３８５円 ４２５円 ５０５円 ５９５円 ７１５円

100,000個以上 
200,000個未満 

３６５円 ４０５円 ４８５円 ５７５円 ６９５円

200,000個以上 
500,000個未満 

３５５円 ３９５円 ４７５円 ５６５円 ６８５円

500,000個以上 
1,000,000個未満 

３４５円 ３８５円 ４６５円 ５５５円 ６７５円

1,000,000個以上 
2,000,000個未満 

３２５円 ３６５円 ４４５円 ５３５円 ６５５円

６

キ

ロ

グ

ラ

ム

ま

で 

2,000,000個以上 ３２０円 ３５５円 ４３０円 ５１５円 ６３０円

備考 
１年内の差出個数が１年内の差出予定個数に満たなかった場合にあっては、公社の指示に従い、１

年内に差し出されたその郵便物について、この表の規定によるそれぞれの郵便物の料金の額を合計し

た額と次の表の規定によるそれぞれの郵便物の料金の額を合計した額の差額を支払っていただきます。 
 

第１地帯あてのもの 
重

量 

料金の区別 
１年内 
の差出個数 

市内あての

もの 
その他のもの

第２地帯あて

のもの 
第３地帯あて

のもの 
第４地帯あて

のもの 

20,000個未満 ７５０円 ９３０円 １，０３０円 １，１４０円 １，３４０円
20,000個以上 
100,000個未満 

３８５円 ４２５円 ５０５円 ５９５円 ７１５円

100,000個以上 
200,000個未満 

３６５円 ４０５円 ４８５円 ５７５円 ６９５円

200,000個以上 
500,000個未満 

３５５円 ３９５円 ４７５円 ５６５円 ６８５円

500,000個以上 
1,000,000個未満 

３４５円 ３８５円 ４６５円 ５５５円 ６７５円

６

キ

ロ

グ

ラ

ム

ま

で 
1,000,000個以上 
2,000,000個未満 

３２５円 ３６５円 ４４５円 ５３５円 ６５５円

 
（注） 公社が郵便物の運送方法を勘案して別に定める郵便局は、別記１８のとおりとします。 

 
 



 

 

(ｲ) 集配郵便局（(ｱ)の郵便局を除きます。）に差し出されたもの 
第１地帯あてのもの 

重

量 

料金の区別 
１年内 
の差出予定個数 

市内あての

もの 
その他のもの

第２地帯あて

のもの 
第３地帯あて

のもの 
第４地帯あて

のもの 

20,000個以上 
100,000個未満 

４１５円 ４５５円 ５３５円 ６２５円 ７４５円

100,000個以上 
200,000個未満 

３９５円 ４３５円 ５１５円 ６０５円 ７２５円

200,000個以上 
500,000個未満 

３８５円 ４２５円 ５０５円 ５９５円 ７１５円

500,000個以上 
1,000,000個未満 

３７５円 ４１５円 ４９５円 ５８５円 ７０５円

1,000,000個以上 
2,000,000個未満 

３５５円 ３９５円 ４７５円 ５６５円 ６８５円

６

キ

ロ

グ

ラ

ム

ま

で 

2,000,000個以上 ３４５円 ３８５円 ４６０円 ５４５円 ６６０円

備考 
１年内の差出個数が１年内の差出予定個数に満たなかった場合にあっては、公社の指示に従い、１

年内に差し出されたその郵便物について、この表の規定によるそれぞれの郵便物の料金の額を合計し

た額と次の表の規定によるそれぞれの郵便物の料金の額を合計した額の差額を支払っていただきます。 
 

第１地帯あてのもの 
重

量 

料金の区別 
１年内 
の差出個数 

市内あての

もの 
その他のもの

第２地帯あて

のもの 
第３地帯あて

のもの 
第４地帯あて

のもの 

20,000個未満 ７５０円 ９３０円 １，０３０円 １，１４０円 １，３４０円
20,000個以上 
100,000個未満 

４１５円 ４５５円 ５３５円 ６２５円 ７４５円

100,000個以上 
200,000個未満 

３９５円 ４３５円 ５１５円 ６０５円 ７２５円

200,000個以上 
500,000個未満 

３８５円 ４２５円 ５０５円 ５９５円 ７１５円

500,000個以上 
1,000,000個未満 

３７５円 ４１５円 ４９５円 ５８５円 ７０５円

６

キ

ロ

グ

ラ

ム

ま

で 
1,000,000個以上 
2,000,000個未満 

３５５円 ３９５円 ４７５円 ５６５円 ６８５円

 



 

 

ウ １１キログラムまでのものに適用する料金表 
 

(ｱ) 公社が郵便物の運送方法を勘案して別に定める郵便局に差し出されたもの 
第１地帯あてのもの 

重

量 

料金の区別 
１年内 
の差出予定個数 

市内あての

もの 
その他のもの

第２地帯あて

のもの 
第３地帯あて

のもの 
第４地帯あて

のもの 

20,000個以上 
100,000個未満 

４１５円 ４５５円 ５３５円 ６２５円 ７４５円

100,000個以上 
200,000個未満 

３９５円 ４３５円 ５１５円 ６０５円 ７２５円

200,000個以上 
500,000個未満 

３８５円 ４２５円 ５０５円 ５９５円 ７１５円

500,000個以上 
1,000,000個未満 

３７５円 ４１５円 ４９５円 ５８５円 ７０５円

1,000,000個以上 
2,000,000個未満 

３５５円 ３９５円 ４７５円 ５６５円 ６８５円

１

１

キ

ロ

グ

ラ

ム

ま

で 
2,000,000個以上 ３４５円 ３８５円 ４６０円 ５４５円 ６６０円

備考 
１年内の差出個数が１年内の差出予定個数に満たなかった場合にあっては、公社の指示に従い、１

年内に差し出されたその郵便物について、この表の規定によるそれぞれの郵便物の料金の額を合計し

た額と次の表の規定によるそれぞれの郵便物の料金の額を合計した額の差額を支払っていただきます。 
 

第１地帯あてのもの 
重

量 

料金の区別 
１年内 
の差出個数 

市内あての

もの 
その他のもの

第２地帯あて

のもの 
第３地帯あて

のもの 
第４地帯あて

のもの 

20,000個未満 ８７０円 １，０９０円 １，１９０円 １，３００円 １，５００円
20,000個以上 
100,000個未満 

４１５円 ４５５円 ５３５円 ６２５円 ７４５円

100,000個以上 
200,000個未満 

３９５円 ４３５円 ５１５円 ６０５円 ７２５円

200,000個以上 
500,000個未満 

３８５円 ４２５円 ５０５円 ５９５円 ７１５円

500,000個以上 
1,000,000個未満 

３７５円 ４１５円 ４９５円 ５８５円 ７０５円

１

１

キ

ロ

グ

ラ

ム

ま

で 1,000,000個以上 
2,000,000個未満 

３５５円 ３９５円 ４７５円 ５６５円 ６８５円

 
（注） 公社が郵便物の運送方法を勘案して別に定める郵便局は、別記１８のとおりとします。 

 
 



 

 

(ｲ) 集配郵便局（(ｱ)の郵便局を除きます。）に差し出されたもの 
第１地帯あてのもの 

重

量 

料金の区別 
１年内 
の差出予定個数 

市内あての

もの 
その他のもの

第２地帯あて

のもの 
第３地帯あて

のもの 
第４地帯あて

のもの 

20,000個以上 
100,000個未満 

４５５円 ４９５円 ５７５円 ６６５円 ７８５円

100,000個以上 
200,000個未満 

４３５円 ４７５円 ５５５円 ６４５円 ７６５円

200,000個以上 
500,000個未満 

４２５円 ４６５円 ５４５円 ６３５円 ７５５円

500,000個以上 
1,000,000個未満 

４１５円 ４５５円 ５３５円 ６２５円 ７４５円

1,000,000個以上 
2,000,000個未満 

３９５円 ４３５円 ５１５円 ６０５円 ７２５円

１

１

キ

ロ

グ

ラ

ム

ま

で 
2,000,000個以上 ３８５円 ４２５円 ５００円 ５８５円 ７００円

備考 
１年内の差出個数が１年内の差出予定個数に満たなかった場合にあっては、公社の指示に従い、１

年内に差し出されたその郵便物について、この表の規定によるそれぞれの郵便物の料金の額を合計し

た額と次の表の規定によるそれぞれの郵便物の料金の額を合計した額の差額を支払っていただきます。 
 

第１地帯あてのもの 
重

量 

料金の区別 
１年内 
の差出個数 

市内あての

もの 
その他のもの

第２地帯あて

のもの 
第３地帯あて

のもの 
第４地帯あて

のもの 

20,000個未満 ８７０円 １，０９０円 １，１９０円 １，３００円 １，５００円
20,000個以上 
100,000個未満 

４５５円 ４９５円 ５７５円 ６６５円 ７８５円

100,000個以上 
200,000個未満 

４３５円 ４７５円 ５５５円 ６４５円 ７６５円

200,000個以上 
500,000個未満 

４２５円 ４６５円 ５４５円 ６３５円 ７５５円

500,000個以上 
1,000,000個未満 

４１５円 ４５５円 ５３５円 ６２５円 ７４５円

１

１

キ

ロ

グ

ラ

ム

ま

で 1,000,000個以上 
2,000,000個未満 

３９５円 ４３５円 ５１５円 ６０５円 ７２５円

 



 

 

付表１ 一般小包郵便物等の地帯表 
 
エリア 北海道 東北 関東 東京 南関東 信越 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州 沖縄 

(各エリア

に属する

都道府県) 

北海道 青森県 

岩手県 

宮城県 

秋田県 

山形県 

福島県 

茨城県 

栃木県 

群馬県 

埼玉県 

千葉県 

東京都 神奈川県

山梨県 

新潟県 

長野県 

富山県 

石川県 

福井県 

岐阜県 

静岡県 

愛知県 

三重県 

滋賀県 

京都府 

大阪府 

兵庫県 

奈良県 

和歌山県

鳥取県 

島根県 

岡山県 

広島県 

山口県 

徳島県 

香川県 

愛媛県 

高知県 

福岡県 

佐賀県 

長崎県 

熊本県 

大分県 

宮崎県 

鹿児島県

沖縄県 

北海道 ― 2 4 4 4 4 5 5 6 7 7 7 7 

東北 2 1 1 1 1 1 2 2 3 4 4 6 7 

関東 4 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 5 6 

東京 4 1 1 ― 1 1 1 1 2 3 3 5 6 

南関東 4 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 5 6 

信越 4 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 5 7 

北陸 5 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 7 

東海 5 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 6 

近畿 6 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 6 

中国 7 4 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 5 

四国 7 4 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 6 

九州 7 6 5 5 5 5 3 3 2 1 2 1 3 

沖縄 7 7 6 6 6 7 7 6 6 5 6 3 ― 

備考 数字は、一般小包郵便物、空港小包郵便物、ゴルフ小包郵便物又はスキー小包郵便物を左欄に掲げるエリア内から上欄に掲げるエリア内のあて所に差し出す場合（同

一の都道府県内のみにおいてその引受け及び配達を行う場合を除きます。）の地帯の区別を表し、１は第１地帯を、２は第２地帯を、３は第３地帯を、４は第４地帯

を、５は第５地帯を、６は第６地帯を、７は第７地帯を示すものとします。 

 
 



 

 

付表２ 特別料金(3)、特別料金(4)又は特別料金(5)が適用される一般小包郵便物の地帯表 

都道府県 
北
海
道 

青
森
県 

岩
手
県 

秋
田
県 

山
形
県 

宮
城
県 

福
島
県 

茨
城
県 

栃
木
県 

群
馬
県 

埼
玉
県 

千
葉
県 

東
京
都 

神
奈
川
県 

山
梨
県 

新
潟
県 

長
野
県 

富
山
県 

石
川
県 

福
井
県 

静
岡
県 

愛
知
県 

岐
阜
県 

三
重
県 

滋
賀
県 

京
都
府 

大
阪
府 

兵
庫
県 

奈
良
県 

和
歌
山
県 

鳥
取
県 

岡
山
県 

島
根
県 

広
島
県 

山
口
県 

香
川
県 

徳
島
県 

愛
媛
県 

高
知
県 

福
岡
県 

佐
賀
県 

大
分
県 
熊
本
県 
長
崎
県 

宮
崎
県 

鹿
児
島
県 

沖
縄
県 

北海道 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

青森県 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

岩手県 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

秋田県 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

山形県 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

宮城県 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

福島県 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

茨城県 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

栃木県 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

群馬県 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

埼玉県 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

千葉県 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

東京都 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

神奈川県 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

山梨県 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

新潟県 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

長野県 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

富山県 4 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4

石川県 4 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4

福井県 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4

静岡県 4 3 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 3 4 4 4

愛知県 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 3 4 4 4

岐阜県 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 4 4 4

三重県 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 3 4 4 4

滋賀県 4 4 4 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3

京都府 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3

大阪府 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3

兵庫県 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3

奈良県 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3

和歌山県 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3

鳥取県 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

岡山県 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

島根県 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

広島県 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

山口県 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

香川県 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

徳島県 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2

愛媛県 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

高知県 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2

福岡県 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

佐賀県 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

大分県 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

熊本県 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

長崎県 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

宮崎県 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

鹿児島県 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

沖縄県 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

備考 数字は、一般小包郵便物を左欄に掲げる都道府県の区域内から上欄に掲げる都道府県の区域内のあて所に差し出す場合の地帯の区別を表し、１は第１地帯を、２は第２

地帯を、３は第３地帯を、４は第４地帯を示すものとします。 



 

 

２ 冊子小包郵便物の料金 
 

(1) 基本料金 
重     量 料  金  額 

１５０グラムまで １８０円

１５０グラムを超え２５０グラムまで ２１０円

２５０グラムを超え５００グラムまで ２９０円

５００グラムを超え１キログラムまで ３４０円

１キログラムを超え２キログラムまで ４５０円

２キログラムを超え３キログラムまで ５９０円

 
(2) 特別料金(1) 

料金の区別

重  量 区 内 料 金 県 内 料 金 県 外 料 金 

２００グラムまで ９５円 １００円 １１０円

２００グラムを超え４００グラムまで １３５円 １５０円 １６０円

４００グラムを超え６００グラムまで １６５円 １８０円 ２０５円

６００グラムを超え８００グラムまで ２００円 ２１５円 ２４５円

８００グラムを超え１キログラムまで ２３０円 ２５０円 ２８５円

１キログラムを超え２キログラムまで ２５５円 ２７５円 ３１５円

２キログラムを超え３キログラムまで ３５５円 ３７５円 ４３５円

備考 
１ 「区内料金」とは、同一の郵便区内のみにおいてその引受け及び配達を行うものの料金をいいます。

以下同じとします。 
２ 「県内料金」とは、同一の都道府県内のみにおいてその引受け及び配達を行うもの（同一の郵便区

内のみにおいてその引受け及び配達を行うもの以外のものに限ります。）の料金をいいます。以下(3)、
(6)及び(7)並びに第３において同じとします。 
３ 「県外料金」とは、同一の郵便区内及び同一の都道府県内のみにおいてその引受け及び配達を行う

もの以外のものの料金をいいます。以下同じとします。 
 

(3) 特別料金(2) 
料金の区別

重  量 区 内 料 金 県 内 料 金 県 外 料 金 

２００グラムまで ６５円 ７０円 ８０円

２００グラムを超え４００グラムまで １０５円 １１０円 １２０円

４００グラムを超え６００グラムまで １３５円 １４０円 １５０円

６００グラムを超え８００グラムまで １６５円 １７０円 １８５円

８００グラムを超え１キログラムまで  １９０円 ２００円 ２１５円

１キログラムを超え２キログラムまで ２０５円 ２２０円 ２５０円

２キログラムを超え３キログラムまで ２８５円 ３００円 ３５０円

 



 

 

(4) 特別料金(3) 

料金の区別 
500 ｸﾞﾗﾑまで 500 ｸﾞﾗﾑを超え 

1 ｷﾛｸﾞﾗﾑまで 

1 ｷﾛｸﾞﾗﾑを超え 

2 ｷﾛｸﾞﾗﾑまで 

2 ｷﾛｸﾞﾗﾑを超え 

3 ｷﾛｸﾞﾗﾑまで 

県内料金 ７０円 ８０円 １１０円 ２６０円1,000,000個以上 

3,000,000個未満 県外料金 ７５円 ８５円 １２０円 ２７０円

県内料金 ６５円 ７５円 １０５円 ２５０円3,000,000個以上 

5,000,000個未満 県外料金 ７０円 ８０円 １１５円 ２６０円

県内料金 ６０円 ７０円 １００円 ２４０円5,000,000個以上 

8,000,000個未満 県外料金 ６５円 ７５円 １１０円 ２５０円

県内料金 ５５円 ６５円 ９５円 ２３０円

１
年
内
の
差
出
予
定
個
数 8,000,000個以上 

 県外料金 ６０円 ７０円 １０５円 ２４０円

備考 

１ 差出開始日の属する月から１年内の差出個数の合計（以下この２において「１年内の差出個数」と

いいます。）が１年内の差出予定個数に満たなかった場合にあっては、公社の指示に従い、１年内に差

し出されたその郵便物について、この表の規定によるそれぞれの郵便物の料金の額を合計した額と次

の表の規定によるそれぞれの郵便物の料金の額を合計した額の差額を支払っていただきます。 

 

料金の区別 
500 ｸﾞﾗﾑまで 500 ｸﾞﾗﾑを超え 

1 ｷﾛｸﾞﾗﾑまで 

1 ｷﾛｸﾞﾗﾑを超え 

2 ｷﾛｸﾞﾗﾑまで 

2 ｷﾛｸﾞﾗﾑを超え 

3 ｷﾛｸﾞﾗﾑまで 

県内料金 １８０円 ２５０円 ２７５円 ３７５円1,000,000個未満 

県外料金 ２０５円 ２８５円 ３１５円 ４３５円

県内料金 ７０円 ８０円 １１０円 ２６０円1,000,000個以上 

3,000,000個未満 県外料金 ７５円 ８５円 １２０円 ２７０円

県内料金 ６５円 ７５円 １０５円 ２５０円3,000,000個以上 

5,000,000個未満 県外料金 ７０円 ８０円 １１５円 ２６０円

県内料金 ６０円 ７０円 １００円 ２４０円

１
年
内
の
差
出
個
数 

5,000,000個以上 

8,000,000個未満 県外料金 ６５円 ７５円 １１０円 ２５０円

 

２ 「県内料金」とは、同一の郵便区内又は同一の都道府県内のみにおいてその引受け及び配達を行う

ものの料金をいいます。 

 

(5) 特別料金(4) 
１年内の差出予定個数 料 金 額 

２００，０００個以上１，０００，０００個未満 ９５円

１，０００，０００個以上 ９０円

   備考 

    １年内の差出個数が１年内の差出予定個数に満たなかった場合にあっては、公社の指示に従い、１年内

に差し出されたその郵便物について、この表の規定によるそれぞれの郵便物の料金の額を合計した額と次

の表の規定によるそれぞれの郵便物の料金の額を合計した額の差額を支払っていただきます。 

 

１年内の差出個数 料 金 額 

２００，０００個未満 １８０円

２００，０００個以上１，０００，０００個未満 ９５円

 
   (6) 特別料金(5) 

料金の区別

重  量 区 内 料 金 県 内 料 金 県 外 料 金 

１００グラムまで ５３円 ５５円 ６０円

 



 

 

   (7) 特別料金(6) 
 
    ア 公社が別に定める大きさ及び形状に関する条件を満たすもの 

料金の区別

同時差出個数 区 内 料 金 県 内 料 金 県 外 料 金 

５００個以上５，０００個未満 ２８円 ３０円 ３３円

５，０００個以上１００，０００個未満 ２０円 ２１円 ２４円

１００，０００個以上 １８円 １９円 ２１円

 
    イ アに掲げるもの以外のもの 

料金の区別

同時差出個数 区 内 料 金 県 内 料 金 県 外 料 金 

５００個以上５，０００個未満 ３９円 ４１円 ４５円

５，０００個以上１００，０００個未満 ２７円 ２９円 ３３円

１００，０００個以上 ２５円 ２７円 ３０円

 
    （注） アの公社が別に定める大きさ及び形状に関する条件は、次のとおりとします。 

１ 表面及び裏面が長方形で、その長方形の大きさが長さ１４センチメートルから２３．５セン

チメートルまで、幅９センチメートルから１３センチメートルまでのものであること。 
２ 厚さが最も厚い部分において５ミリメートルを超えないものであること。 

 
   (8) 特別料金(7) 
 

ア 公社が別に定める大きさに関する条件を満たすもの 
料金の区別 

１年内の差

出予定個数 
同 時 差

出個数 
 

500 ｸﾞﾗﾑま
で 

500 ｸﾞﾗﾑを
超え1ｷﾛｸﾞ
ﾗﾑまで 

1 ｷﾛｸﾞﾗﾑを
超え2ｷﾛｸﾞ
ﾗﾑまで 

2 ｷﾛｸﾞﾗﾑを
超え3ｷﾛｸﾞ
ﾗﾑまで 

3 ｷﾛｸﾞﾗﾑを
超え4ｷﾛｸﾞ
ﾗﾑまで 

指 定 地

域 あ て

のもの 

８５円 ９５円 １１８円 １３３円 ２１３円10,000
個未満 

そ の 他

のもの 
９０円 １００円 １２８円 １４３円 ２３３円

指 定 地

域 あ て

のもの 

５５円 ６５円 ８８円 １０３円 １８３円

30,000,000
個以上 
40,000,000
個未満 

10,000
個以上 

そ の 他

のもの 
６０円 ７０円 ９８円 １１３円 ２０３円

指 定 地

域 あ て

のもの 

８３円 ９３円 １０８円 １１８円 １９３円10,000
個未満 

そ の 他

のもの 
８８円 ９８円 １１８円 １２８円 ２１３円

指 定 地

域 あ て

のもの 

５３円 ６３円 ７８円 ８８円 １６３円

40,000,000
個以上 

10,000
個以上 

そ の 他

のもの 
５８円 ６８円 ８８円 ９８円 １８３円

備考 
１ 「同時差出個数」とは、ア及びイに規定する郵便物の個数を合計した個数をいいます。以下この



 

 

(8)において同じとします。 
２ 「指定地域」とは、特別料金(7)が適用される冊子小包郵便物の差出郵便局の存する都道府県ごと
に公社が定めた地域をいい、都道府県ごとの指定地域は、付表３に掲げるところによります。以下

同じとします。 
３ １年内の差出個数が１年内の差出予定個数に満たなかった場合にあっては、公社の指示に従い、

１年内に差し出されたその郵便物について、この表の規定によるそれぞれの郵便物の料金の額を合

計した額と次の表の規定によるそれぞれの郵便物の料金の額を合計した額の差額を支払っていただ

きます。 
 

料金の区別 
１年内の差

出個数 
同 時 差

出個数 
 

500 ｸﾞﾗﾑま
で 

500 ｸﾞﾗﾑを
超え1ｷﾛｸﾞ
ﾗﾑまで 

1 ｷﾛｸﾞﾗﾑを
超え2ｷﾛｸﾞ
ﾗﾑまで 

2 ｷﾛｸﾞﾗﾑを
超え3ｷﾛｸﾞ
ﾗﾑまで 

3 ｷﾛｸﾞﾗﾑを
超え4ｷﾛｸﾞ
ﾗﾑまで 

指 定 地

域 あ て

のもの 

１８０円 ２５０円 ２７５円 ３７５円 ４７５円10,000
個未満 

そ の 他

のもの 
２０５円 ２８５円 ３１５円 ４３５円 ５５５円

指 定 地

域 あ て

のもの 

１８０円 ２５０円 ２７５円 ３７５円 ４７５円

30,000,000
個未満 

10,000
個以上 

そ の 他

のもの 
２０５円 ２８５円 ３１５円 ４３５円 ５５５円

指 定 地

域 あ て

のもの 

８５円 ９５円 １１８円 １３３円 ２１３円10,000
個未満 

そ の 他

のもの 
９０円 １００円 １２８円 １４３円 ２３３円

指 定 地

域 あ て

のもの 

５５円 ６５円 ８８円 １０３円 １８３円

30,000,000
個以上 
40,000,000
個未満 

10,000
個以上 

そ の 他

のもの 
６０円 ７０円 ９８円 １１３円 ２０３円

 
（注） 公社が別に定める大きさに関する条件は、厚さが３．５センチメートルを超えないものである

こととします。 



 

 

イ アに掲げるもの以外のもの 
料金の区別 

１年内の差

出予定個数 
同 時 差

出個数 
 

500 ｸﾞﾗﾑま
で 

500 ｸﾞﾗﾑを
超え1ｷﾛｸﾞ
ﾗﾑまで 

1 ｷﾛｸﾞﾗﾑを
超え2ｷﾛｸﾞ
ﾗﾑまで 

2 ｷﾛｸﾞﾗﾑを
超え3ｷﾛｸﾞ
ﾗﾑまで 

3 ｷﾛｸﾞﾗﾑを
超え4ｷﾛｸﾞ
ﾗﾑまで 

指 定 地

域 あ て

のもの 

１１５円 １２５円 １４８円 １６３円 ２６３円10,000
個未満 

そ の 他

のもの 
１２０円 １３０円 １５８円 １７３円 ２８３円

指 定 地

域 あ て

のもの 

８５円 ９５円 １１８円 １３３円 ２３３円

30,000,000
個以上 
40,000,000
個未満 

10,000
個以上 

そ の 他

のもの 
９０円 １００円 １２８円 １４３円 ２５３円

指 定 地

域 あ て

のもの 

１１３円 １２３円 １３８円 １４８円 ２４３円10,000
個未満 

そ の 他

のもの 
１１８円 １２８円 １４８円 １５８円 ２６３円

指 定 地

域 あ て

のもの 

８３円 ９３円 １０８円 １１８円 ２１３円

40,000,000
個以上 

10,000
個以上 

そ の 他

のもの 
８８円 ９８円 １１８円 １２８円 ２３３円

備考 
１年内の差出個数が１年内の差出予定個数に満たなかった場合にあっては、公社の指示に従い、１年

内に差し出されたその郵便物について、この表の規定によるそれぞれの郵便物の料金の額を合計した額

と次の表の規定によるそれぞれの郵便物の料金の額を合計した額の差額を支払っていただきます。 



 

 

料金の区別 
１年内の差

出個数 
同 時 差

出個数 
 

500 ｸﾞﾗﾑま
で 

500 ｸﾞﾗﾑを
超え1ｷﾛｸﾞ
ﾗﾑまで 

1 ｷﾛｸﾞﾗﾑを
超え2ｷﾛｸﾞ
ﾗﾑまで 

2 ｷﾛｸﾞﾗﾑを
超え3ｷﾛｸﾞ
ﾗﾑまで 

3 ｷﾛｸﾞﾗﾑを
超え4ｷﾛｸﾞ
ﾗﾑまで 

指 定 地

域 あ て

のもの 

１８０円 ２５０円 ２７５円 ３７５円 ４７５円10,000
個未満 

そ の 他

のもの 
２０５円 ２８５円 ３１５円 ４３５円 ５５５円

指 定 地

域 あ て

のもの 

１８０円 ２５０円 ２７５円 ３７５円 ４７５円

30,000,000
個未満 

10,000
個以上 

そ の 他

のもの 
２０５円 ２８５円 ３１５円 ４３５円 ５５５円

指 定 地

域 あ て

のもの 

１１５円 １２５円 １４８円 １６３円 ２６３円10,000
個未満 

そ の 他

のもの 
１２０円 １３０円 １５８円 １７３円 ２８３円

指 定 地

域 あ て

のもの 

８５円 ９５円 １１８円 １３３円 ２３３円

30,000,000
個以上 
40,000,000
個未満 

10,000
個以上 

そ の 他

のもの 
９０円 １００円 １２８円 １４３円 ２５３円



 

 

付表３ 特別料金(7)が適用される冊子小包郵便物の指定地域 
都道府県名 指定地域 
北海道 ００、０４、０５、０６、０７、０８及び０９ 
青森県 ０３ 
岩手県 ０２ 
宮城県 ９８ 
秋田県 ０１ 
山形県 ９９ 
福島県 ９６及び９７ 
茨城県 ３０及び３１ 
栃木県 ３２ 
群馬県 ３７ 
埼玉県 ３３、３４、３５及び３６ 
千葉県 ２６、２７、２８及び２９ 
神奈川県 ２１、２２、２３、２４及び２５ 
山梨県 ４０ 
東京都 １０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９及び２０ 
新潟県 ９４及び９５ 
長野県 ３８及び３９ 
富山県 ９３ 
石川県 ９２ 
福井県 ９１ 
岐阜県 ５０ 
静岡県 ４１、４２及び４３ 
愛知県 ４４、４５、４６、４７、４８及び４９ 
三重県 ５１ 
滋賀県 ５２ 
京都府 ６０、６１及び６２ 
大阪府 ５３、５４、５５、５６、５７、５８及び５９ 
兵庫県 ６５、６６及び６７ 
奈良県 ６３ 
和歌山県 ６４ 
鳥取県 ６８ 
島根県 ６９ 
岡山県 ７０及び７１ 
広島県 ７２及び７３ 
山口県 ７４及び７５ 
徳島県 ７７ 
香川県 ７６ 
愛媛県 ７９ 
高知県 ７８ 
福岡県 ８０、８１、８２、８３及び８４ 
長崎県 ８５ 
熊本県 ８６ 
大分県 ８７ 
宮崎県 ８８ 
鹿児島県 ８９ 
沖縄県 ９０ 
備考 数字は、１けた目及び２けた目がその数字である郵便番号が付された地域を示すものとします。 



 

 

３ 心身障害者用冊子小包郵便物等の料金 
 

料 金 の 区 別 重     量 料  金  額 
心身障害者用冊子小包郵便物 ３キログラムまで ２の(1)（基本料金）の規定により算出した額

の半額 
３キログラムまで ２の(1)（基本料金）の規定により算出した額

の半額 
点字小包郵便物 

３キログラムを超えるも

の 
１の(4)（特別料金(3)）の規定により算出した
額の半額 

聴覚障害者用小包郵便物 ３キログラムまで ２の(1)（基本料金）の規定により算出した額
の半額 

 
４ 定形小包郵便物の料金 
５００円 



 

 

５ 空港小包郵便物の料金 
 

(1) 基本料金 
 
ア イに掲げるもの以外のもの 

料金の区別 
 
サイズ 

県 内 あ

て の も

の 

第 １ 地

帯 あ て

のもの 

第 ２ 地

帯 あ て

のもの 

第 ３ 地

帯 あ て

のもの 

第 ４ 地

帯 あ て

のもの 

第 ５ 地

帯 あ て

のもの 

第 ６ 地

帯 あ て

のもの 

第 ７ 地

帯 あ て

のもの 
60サイズ 1,220円 1,320円 1,420円 1,520円 1,620円 1,720円 1,820円 1,920円
80サイズ 1,420円 1,520円 1,620円 1,720円 1,820円 1,920円 2,020円 2,120円
100サイズ 1,620円 1,720円 1,820円 1,920円 2,020円 2,120円 2,220円 2,320円
120サイズ 1,820円 1,920円 2,020円 2,120円 2,220円 2,320円 2,420円 2,520円
140サイズ、
160サイズ及
び170サイズ 

1,970円 1,970円 2,170円 2,370円 2,470円 2,970円 3,070円 3,170円

備考 地帯の区別は、付表１に掲げるところによります。イにおいて同じとします。 
 

イ 郵便局において差し出されたもの 
料金の区別 

 
サイズ 

県 内 あ

て の も

の 

第 １ 地

帯 あ て

のもの 

第 ２ 地

帯 あ て

のもの 

第 ３ 地

帯 あ て

のもの 

第 ４ 地

帯 あ て

のもの 

第 ５ 地

帯 あ て

のもの 

第 ６ 地

帯 あ て

のもの 

第 ７ 地

帯 あ て

のもの 
60サイズ 1,120円 1,220円 1,320円 1,420円 1,520円 1,620円 1,720円 1,820円
80サイズ 1,320円 1,420円 1,520円 1,620円 1,720円 1,820円 1,920円 2,020円
100サイズ 1,520円 1,620円 1,720円 1,820円 1,920円 2,020円 2,120円 2,220円
120サイズ 1,720円 1,820円 1,920円 2,020円 2,120円 2,220円 2,320円 2,420円
140サイズ、
160サイズ及
び170サイズ 

1,870円 1,870円 2,070円 2,270円 2,370円 2,870円 2,970円 3,070円

 
(2) 特別料金 
ア 第８条（大きさ及び重量の制限）に規定する大きさの最大限を超えるもの 

(1)（基本料金）の規定により算出した額（「１４０サイズ、１６０サイズ及び１７０サイズ」の欄
に掲げるものに限ります。） 
イ 第８条（大きさ及び重量の制限）に規定する重量の制限を超えるもの 

(1)（基本料金）の規定により算出した額 
 



 

 

６ ゴルフ小包郵便物の料金 
 

(1) 基本料金 
 
ア イに掲げるもの以外のもの 

料金の区別 
 
サイズ 

県 内 あ

て の も

の 

第 １ 地

帯 あ て

のもの 

第 ２ 地

帯 あ て

のもの 

第 ３ 地

帯 あ て

のもの 

第 ４ 地

帯 あ て

のもの 

第 ５ 地

帯 あ て

のもの 

第 ６ 地

帯 あ て

のもの 

第 ７ 地

帯 あ て

のもの 
60サイズ、80
サイズ、100
サイズ及び

120サイズ 

１の(1)（基本料金）のアの規定により算出した額 

140サイズ、
160サイズ及
び170サイズ 

1,350円 1,350円 1,550円 1,750円 1,850円 2,350円 2,450円 2,550円

備考 地帯の区別は、付表１に掲げるところによります。イにおいて同じとします。 
 

イ 郵便局において差し出されたもの 
料金の区別 

 
サイズ 

県 内 あ

て の も

の 

第 １ 地

帯 あ て

のもの 

第 ２ 地

帯 あ て

のもの 

第 ３ 地

帯 あ て

のもの 

第 ４ 地

帯 あ て

のもの 

第 ５ 地

帯 あ て

のもの 

第 ６ 地

帯 あ て

のもの 

第 ７ 地

帯 あ て

のもの 
60サイズ、80
サイズ、100
サイズ及び

120サイズ 

１の(1)（基本料金）のイの規定により算出した額 

140サイズ、
160サイズ及
び170サイズ 

1,250円 1,250円 1,450円 1,650円 1,750円 2,250円 2,350円 2,450円

 
(2) 特別料金 
ア 第８条（大きさ及び重量の制限）に規定する大きさの最大限を超えるもの 

(1)（基本料金）の規定により算出した額（「１４０サイズ、１６０サイズ及び１７０サイズ」の欄
に掲げるものに限ります。） 
イ 第８条（大きさ及び重量の制限）に規定する重量の制限を超えるもの 

(1)（基本料金）の規定により算出した額 



 

 

７ スキー小包郵便物の料金 
 

(1) 基本料金 
 
ア イに掲げるもの以外のもの 

料金の区別 
 
サイズ 

県 内 あ

て の も

の 

第 １ 地

帯 あ て

のもの 

第 ２ 地

帯 あ て

のもの 

第 ３ 地

帯 あ て

のもの 

第 ４ 地

帯 あ て

のもの 

第 ５ 地

帯 あ て

のもの 

第 ６ 地

帯 あ て

のもの 

第 ７ 地

帯 あ て

のもの 
60サイズ、80
サイズ、100
サイズ及び

120サイズ 

１の(1)（基本料金）のアの規定により算出した額 

140サイズ、
160サイズ及
び170サイズ 

1,350円 1,350円 1,550円 1,750円 1,850円 2,350円 2,450円 2,550円

備考 地帯の区別は、付表１に掲げるところによります。イにおいて同じとします。 
 

イ 郵便局において差し出されたもの 
料金の区別 

 
サイズ 

県 内 あ

て の も

の 

第 １ 地

帯 あ て

のもの 

第 ２ 地

帯 あ て

のもの 

第 ３ 地

帯 あ て

のもの 

第 ４ 地

帯 あ て

のもの 

第 ５ 地

帯 あ て

のもの 

第 ６ 地

帯 あ て

のもの 

第 ７ 地

帯 あ て

のもの 
60サイズ、80
サイズ、100
サイズ及び

120サイズ 

１の(1)（基本料金）のイの規定により算出した額 

140サイズ、
160サイズ及
び170サイズ 

1,250円 1,250円 1,450円 1,650円 1,750円 2,250円 2,350円 2,450円

 
(2) 特別料金 
ア 第８条（大きさ及び重量の制限）に規定する大きさの最大限を超えるもの 

(1)（基本料金）の規定により算出した額（「１４０サイズ、１６０サイズ及び１７０サイズ」の欄
に掲げるものに限ります。） 
イ 第８条（大きさ及び重量の制限）に規定する重量の制限を超えるもの 

(1)（基本料金）の規定により算出した額



 

 

８ 簡易小包郵便物の料金 
 

(1) 基本料金 
重     量 料  金  額 

１キログラムまで ４００円

 
(2) 特別料金(1) 

１年内の差出予定個数 料  金  額 
１０，０００個以上５０，０００個未満 ２１０円

５０，０００個以上１００，０００個未満 ２００円

１００，０００個以上５００，０００個未満 １９０円

５００，０００個以上１，０００，０００個未満 １８０円

１，０００，０００個以上 １７０円

備考 
差出開始日の属する月から１年内の差出個数の合計（以下この(2)において「１年内の差出個数」といい
ます。）が１年内の差出予定個数に満たなかった場合にあっては、公社の指示に従い、１年内に差し出され

たその郵便物について、この表の規定によるそれぞれの郵便物の料金の額を合計した額と次の表の規定に

よるそれぞれの郵便物の料金の額を合計した額の差額を支払っていただきます。 
 

１年内の差出個数 料  金  額 
１０，０００個未満 ４００円

１０，０００個以上５０，０００個未満 ２１０円

５０，０００個以上１００，０００個未満 ２００円

１００，０００個以上５００，０００個未満 １９０円

５００，０００個以上１，０００，０００個未満 １８０円

 
(3) 特別料金(2) 

１年内の受取予定個数 料  金  額 
５０，０００個以上１００，０００個未満 ２００円

１００，０００個以上５００，０００個未満 １９０円

５００，０００個以上１，０００，０００個未満 １８０円

１，０００，０００個以上 １７０円

備考 
受取開始日の属する月から１年内の受取個数の合計（以下この(3)において「１年内の受取個数」といい
ます。）が１年内の受取予定個数に満たなかった場合にあっては、公社の指示に従い、１年内に受け取った

その郵便物について、この表の規定によるそれぞれの郵便物の料金の額を合計した額と次の表の規定によ

るそれぞれの郵便物の料金の額を合計した額の差額を支払っていただきます。 
 

１年内の受取個数 料  金  額 
５０，０００個未満 ４００円

５０，０００個以上１００，０００個未満 ２００円

１００，０００個以上５００，０００個未満 １９０円

５００，０００個以上１，０００，０００個未満 １８０円

 
 



 

 

第３ 料金割引 
 
１ 一般小包郵便物等の料金割引 

(1) 基本料金が適用される一般小包郵便物の料金割引 
次のいずれかの条件を満たす基本料金が適用される一般小包郵便物（料金受取人払とするもの、料金

着払とするもの及び第１の３の(3)（特別料金(2)）のアの（ｲ）の申出をした者から差し出されたものを
除きます。）の料金については、第２の１の(1)（基本料金）の規定により算出した額から、５０円を割
り引きます。この場合において、次に掲げる条件のいずれも満たすものについては、イの条件のみを満

たすものとみなします。 
ア その郵便物に記載されている受取人の住所又は居所と同一の住所又は居所が記載されている一般小

包郵便物の受領証（公社が別に定めるものに限ります。）を添えて差し出されたものであること。 
イ 記載されている受取人の住所又は居所（あて名変換郵便とするものにあっては、第１６１条の２（あ

て名変換郵便の取扱い）第１項に規定する識別符号）が同一の複数（６個以下に限ります。）の郵便物

を同時に差し出されたものであること。 
 
（注） アの公社が別に定めるものは、一般小包郵便物（この(1)のアの料金割引の適用を受けようとす

る郵便物の差出しの日前１年以内に差し出されたものに限ります。）の受領証であって、公社が指

定するものとします。 
 

(2) 特別料金(3)が適用される一般小包郵便物等の料金割引 
ア 同時に差し出されたものの料金割引 
次に掲げる条件を満たす特別料金(3)が適用される一般小包郵便物、点字小包郵便物及び聴覚障害者
用小包郵便物（以下この(2)において「一般小包郵便物等」といいます。）の料金については、その合
計額（同時に差し出されたその郵便物について第２の１の(4)（特別料金(3)）又は第２の３（心身障害
者用冊子小包郵便物等の料金）の規定によるそれぞれの郵便物の料金の額を合計した額をいいます。

以下このアにおいて同じとします。）に次表に掲げる率を乗じて得た額を、合計額から割り引きます。 
(ｱ) 同時に２００個以上（点字小包郵便物又は聴覚障害者用小包郵便物にあっては、１０個以上）差
し出されたものであること。 

(ｲ) 公社が別に定める料金支払方法及び差出時刻に関する条件を満たすものであること。 
 

（注） (ｲ)の公社が別に定める料金支払方法及び差出時刻に関する条件は、次のとおりとします。 
１ 料金別納、料金後納又は料金計器別納としたものであること。 
２ 差出郵便局が指定した時刻までに差し出されたものであること。 

 
（一般小包郵便物等の料金の合計額の割引率） 
１ 基本割引率 
 
 同 時 差 出 個 数 割  引  率 
 ２００個以上（点字小包郵便物又は聴覚障害者用小
包郵便物にあっては、１０個以上）３００個未満 

２５％ 

 ３００個以上５００個未満 ２８％ 
 ５００個以上 ３０％ 
 
２ 特別割引率 
１に掲げる基本割引率を適用すべき場合において、その郵便物が次表に掲げる条件を満たして

差し出されたときは、それぞれ、１の表に掲げる基本割引率に次表に掲げる率を加算した率とし

ます。 



 

 

 条        件 割  引  率 
 (1) 公社が別に定める郵便局に５００個以上差し出されたも
のであること。 
（注） 公社が別に定める郵便局は、支社が指定した郵便局と

します。 

 ５％ 

 

 

(2) 次に掲げる条件を満たすものであること。 
ア ２，０００個以上差し出されたものであること。 
イ その郵便物をこれと同種の他の郵便物の送達日数に３日

程度加算した日数により送達する特別な取扱いをすること

の承諾をしたものであること。 
ウ 公社が別に定める表示及び取扱いに関する条件を満たす

ものであること。 
（注） ウの公社が別に定める表示及び取扱いに関する条件

は、次のとおりとします。 
１ 別記２若しくは別記５の規定による表示又は料

金計器による印影の傍らに「特割」の文字を明瞭に

朱記したものであること。 
２ 特殊取扱としないものであること。 

 ５％ 

 

 

(3) 次に掲げる条件を満たすものであること。 
ア 公社が郵便物の運送方法を勘案して別に定める郵便局に

５，０００個以上差し出されたものであること。 
イ 公社が別に定める形状、重量、容器納入、差出方法及び

取扱いに関する条件を満たすものであること。 
（注１） アの公社が郵便物の運送方法を勘案して別に定め

る郵便局は、別記１８のとおりとします。 
（注２） イの公社が別に定める形状、重量、容器納入、差

出方法及び取扱いに関する条件は、次のとおりとし

ます。 
１ 形状及び重量が同一のものであること。 
２ 差出郵便局が指示するところにより、その郵便

物を差し出そうとする日の前日から起算して１０

日前の日（その郵便局がその郵便物の引受けに関

する事務に支障がないと認める場合にあっては、

その郵便局が指定する日）までに、差し出そうと

する郵便物の概数その他その郵便局が指示する事

項を記載した書面を提出した上、その郵便物をそ

の受取人の住所又は居所の郵便区番号ごとに区分

し、その郵便局が指示するところにより、郵便区

番号ごとにまとめてその郵便局が指定する容器に

納入し、受取人の氏名、住所その他その郵便局が

指示する事項を記載した用紙を添え、かつ、その

書面に記載されたところに従い、差し出されたも

のであること。 
３ 特殊取扱としないものであること。 

１０％ 

 (4) (1)及び(2)の条件を満たすものであること。 １０％ 
 (5) (2)及び(3)の条件を満たすものであること。 １５％ 
 

 
 



 

 

イ １か月内に差し出されたものの料金割引 
(ｱ) 次に掲げる条件を満たす一般小包郵便物等の料金については、その総計額（一の郵便局に１か月
内に差し出されたその郵便物について第２の１の(4)（特別料金(3)）又は第２の３（心身障害者用冊
子小包郵便物等の料金）の規定によるそれぞれの郵便物の料金の額を合計した額をいいます。以下

このイにおいて同じとします。）に次表に掲げる率を乗じて得た額を、総計額から割り引きます。 
Ａ 一の郵便局に１か月内に２００個以上（点字小包郵便物又は聴覚障害者用小包郵便物にあって

は、１００個以上）差し出されたものであること。 
Ｂ 公社が別に定める料金支払方法及び差出時刻に関する条件を満たすものであること。 
 
（注） Ｂの公社が別に定める料金支払方法及び差出時刻に関する条件は、次のとおりとします。 

１ 料金後納（料金を後納とする料金計器別納を含みます。）としたものであること。 
２ 差出郵便局が指定した時刻までに差し出されたものであること。 

 
（一般小包郵便物等の料金の総計額の割引率） 
１ 基本割引率 
 
 １ か 月 内 の 差 出 個 数 割  引  率 
 ２００個以上（点字小包郵便物又は聴覚障害者用小
包郵便物にあっては、１００個以上）３００個未満

２５％ 

 ３００個以上５００個未満 ２８％ 
 ５００個以上１，０００個未満 ３０％ 
 １，０００個以上５，０００個未満 ３２％ 
 ５，０００個以上１０，０００個未満 ３３％ 
 １０，０００個以上２０，０００個未満 ３４％ 
 ２０，０００個以上 ３５％ 
 
２ 特別割引率 
１に掲げる基本割引率を適用すべき場合において、その郵便物が次表に掲げる条件を満たして

差し出されたときは、それぞれ、１の表に掲げる基本割引率に次表に掲げる率を加算した率とし

ます。 
 

 条        件 割  引  率 
 (1) 公社が別に定める郵便局に５００個以上差し出されたも
のであること。 
（注） 公社が別に定める郵便局は、支社が指定した郵便局と

します。 

 ５％ 

 (2) 次に掲げる条件を満たすものであること。 
ア 同時に２，０００個以上差し出されたものであること。

イ その郵便物をこれと同種の他の郵便物の送達日数に３

日程度加算した日数により送達する特別な取扱いをする

ことの承諾をしたものであること。 
ウ 公社が別に定める表示及び取扱いに関する条件を満た

すものであること。 
（注） ウの公社が別に定める表示及び取扱いに関する条件

は、第３の１の(2)のアの表の２の(2)の（注）に掲げ 
る条件を満たすものであることとします。 

 ５％ 

 (3) 次に掲げる条件を満たすものであること。 
ア 公社が郵便物の運送方法を勘案して別に定める郵便局

に同時に５，０００個以上差し出されたものであること。

１０％ 



 

 

 イ 公社が別に定める形状、重量、容器納入、差出方法及び

取扱いに関する条件を満たすものであること。 
（注１） アの公社が郵便物の運送方法を勘案して別に定め

る郵便局は、別記１８のとおりとします。 
（注２） イの公社が別に定める形状、重量、容器納入、差

出方法及び取扱いに関する条件は、第３の１の(2)
のアの表の２の(3)の（注２）に掲げる条件を満たす
ものであることとします。 

 

 (4) (1)及び(2)の条件を満たすものであること。 １０％ 
 (5) (2)及び(3)の条件を満たすものであること。 １５％ 
 

 
(ｲ) (ｱ)の規定による割引をすべき場合において、その郵便物の差出人が、公社が別に定めるところに
より、料金割引の適用の申出をし、かつ、その差出しの日の属する月の前６か月内に、次に掲げる

条件を満たす一般小包郵便物、点字小包郵便物又は聴覚障害者用小包郵便物を差し出したときは、

(ｱ)の表に掲げる割引率に次表に掲げる率を加算した率を総計額に乗じて得た額を、総計額から割り
引きます。 
Ａ 一の郵便局に２００個以上（点字小包郵便物又は聴覚障害者用小包郵便物にあっては、１００

個以上）差し出されたものであること。 
Ｂ 公社が別に定める料金支払方法に関する条件を満たすものであること。 

 
（注１） (ｲ)の公社が別に定めるところは、料金割引を受けようとする最初の月の１５日までに、

氏名、住所その他後納承認局（承認差出局、計器別納取扱局及び計器別納特例取扱局を含

みます。）が指示する事項を記載した書面を、その郵便局に提出していただくこととします。

提出した書面の内容を変更しようとするときも同様とします。 
（注２） Ｂの公社が別に定める料金支払方法に関する条件は、料金後納（料金を後納とする料金

計器別納を含みます。）としたものであることとします。 
 

（一般小包郵便物等の料金の総計額の割引率に加算する割引率） 
６ か 月 内 の 差 出 個 数 割  引  率 

２００個以上（点字小包郵便物又は聴覚障害者用小包郵便物にあ

っては、１００個以上）３００個未満 
２．５％ 

３００個以上５００個未満 ２．８％ 
５００個以上１，０００個未満   ３％ 
１，０００個以上５，０００個未満 ３．２％ 
５，０００個以上１０，０００個未満 ３．３％ 
１０，０００個以上２０，０００個未満 ３．４％ 
２０，０００個以上 ３．５％ 

 
ウ １か月内に交付されたものの料金割引 

(ｱ) 次に掲げる条件を満たす特別料金(3)が適用される一般小包郵便物の料金について、その郵便物の
受取人（その者が法人であるときは、その法人の本店、支店等を含みます。以下このウにおいて同

じとします。）が、公社が別に定めるところにより、料金割引の適用の申出をしたときは、その総計

額（その受取人に１か月内に交付したその郵便物について第２の１の(2)（特別料金(1)）（第１の３
の(4)（特別料金(3)）に規定する条件を満たすものに限ります。）及び第２の１の(4)（特別料金(3)）
の規定による料金の額を合計した額をいいます。以下このウにおいて同じとします。）にイの(ｱ)の
表の１に掲げる基本割引率を乗じて得た額を、総計額から割り引きます。この場合において、同表

の１中「差出個数」とあるのは「交付を受けた個数」と読み替えるものとします。 
Ａ １か月内に２００個以上交付を受けたものであること。 



 

 

Ｂ その郵便物の受取人が、その郵便物の配達事務を取り扱う郵便局が指定する方法により交付を

受けることについて承諾をしたものであること。 
Ｃ 公社が別に定める料金支払方法及び取扱いに関する条件を満たすものであること。 

 
（注１） (ｱ)の公社が別に定めるところは、次に定めるところによります。 

１ 料金割引を受けようとする最初の月の前月末日までに、氏名、住所その他その郵便物

の配達事務を取り扱う郵便局が指示する事項を記載した書面を、その郵便局に提出して

いただきます。提出した書面の内容を変更しようとするとき又はその適用を受ける必要

がなくなったときも同様とします。 
２ 複数の郵便局においてその郵便物の交付を受けようとするときは、あらかじめその郵

便局を申し出ていただきます。 
（注２） Ｃの公社が別に定める料金支払方法及び取扱いに関する条件は、次のとおりとします。 

１ 着払後納としたものであること。この場合において、（注１）の２の規定により複数の

郵便局を申し出るときは、これらの郵便局のうち一局を、あらかじめ料金を支払う郵便

局として指定していただきます。 
２ 特殊取扱としないものであること。 

 
(ｲ) (ｱ)の規定による割引をすべき場合において、その郵便物の受取人が、公社が別に定めるところに
より、料金割引の適用の申出をし、かつ、その交付を受ける日の属する月の前６か月内に、(ｱ)の規
定による割引をすべき郵便物を２００個以上交付を受けたときは、イの(ｱ)の表の１に掲げる基本割
引率にイの(ｲ)の表に掲げる割引率を加算した率を総計額に乗じて得た額を、総計額から割り引きま
す。この場合において、イの(ｱ)の表の１及びイの(ｲ)の表中「差出個数」とあるのは「交付を受けた
個数」と読み替えるものとします。 

 
（注） (ｲ)の公社が別に定めるところは、料金割引を受けようとする最初の月の１５日までに、氏名、

住所その他その郵便物の配達事務を取り扱う郵便局が指示する事項を記載した書面を、その郵

便局（(ｱ)の（注２）の１の規定により料金を支払う郵便局を指定した場合にあっては、その指
定した郵便局）に提出していただくこととします。提出した書面の内容を変更しようとすると

きも同様とします。 
 
(3) 特別料金(4)が適用される一般小包郵便物の料金割引 
ア １か月内の差出個数が１，０００個以上のもの 
１か月内の差出個数が１，０００個以上の一般小包郵便物の特別料金(4)を適用すべき場合において、
その郵便物の差出人が、公社が別に定めるところにより、料金割引の適用の申出をし、かつ、その差

出しの日の属する月の前６か月内に、次に掲げる条件を満たす一般小包郵便物、点字小包郵便物又は

聴覚障害者用小包郵便物を差し出したときは、１か月内の差出個数が１，０００個以上の一般小包郵

便物の特別料金(4)の総計額（第１の３の(5)（特別料金(4)）のイの規定により公社が別に定める差出
郵便局（以下この(3)において「指定局」といいます。）に１か月内に差し出されたその郵便物につい
て第２の１の(5)（特別料金(4)）の規定によるそれぞれの郵便物の料金の額を合計した額をいいます。
以下このアにおいて同じとします。）に(2)のイの(ｲ)の表に掲げる率を乗じて得た額を、総計額から割
り引きます。 
(ｱ) 一の郵便局に２００個以上（点字小包郵便物又は聴覚障害者用小包郵便物にあっては、１００個
以上）差し出されたものであること。 

(ｲ) 公社が別に定める料金支払方法に関する条件を満たすものであること。 
 
（注１） アの公社が別に定めるところは、(2)のイの(ｲ)の（注１）に定めるところによります。 
（注２） (ｲ)の公社が別に定める料金支払方法に関する条件は、(2)のイの(ｲ)の（注２）に掲げる条件

を満たすものであることとします。 
 
イ １か月内の差出個数が１，０００個未満のもの



 

 

(ｱ) １か月内の差出個数が１，０００個未満の一般小包郵便物の特別料金(4)を適用すべき場合におい
て、１か月内に２００個以上差し出されたその郵便物の料金については、その総計額（指定局に１

か月内に差し出されたその郵便物について第２の１の(5)（特別料金(4)）の規定によるそれぞれの郵
便物の料金の額を合計した額をいいます。以下このイにおいて同じとします。）に(2)のイの(ｱ)の表
の１に掲げる基本割引率（指定局に１か月内に５００個以上差し出されたその郵便物にあっては、

(2)のイの(ｱ)の表の１に掲げる基本割引率に５％を加算した率。(ｲ)において同じとします。）を乗じ
て得た額を、総計額から割り引きます。 

(ｲ) (ｱ)の規定による割引をすべき場合において、その郵便物の差出人が、公社が別に定めるところに
より、料金割引の適用の申出をし、かつ、その差出しの日の属する月の前６か月内に、次に掲げる

条件を満たす一般小包郵便物、点字小包郵便物又は聴覚障害者用小包郵便物を差し出したときは、

(2)のイの(ｱ)の表の１に掲げる基本割引率に(2)のイの(ｲ)の表に掲げる割引率を加算した率を総計額
に乗じて得た額を、総計額から割り引きます。 
Ａ 一の郵便局に２００個以上（点字小包郵便物又は聴覚障害者用小包郵便物にあっては、１００

個以上）差し出されたものであること。 
Ｂ 公社が別に定める料金支払方法に関する条件を満たすものであること。 
 
（注１） (ｲ)の公社が別に定めるところは、(2)のイの(ｲ)の（注１）に定めるところによります。 
（注２） Ｂの公社が別に定める料金支払方法に関する条件は、(2)のイの(ｲ)の（注２）に掲げる条

件を満たすものであることとします。 
 



 

 

２ 冊子小包郵便物の料金割引 
(1) 特別料金(1)又は特別料金(2)が適用される冊子小包郵便物の料金割引 
ア 同時に差し出されたものの料金割引 

(ｱ) 次に掲げる条件を満たす特別料金(1)の県内料金又は県外料金が適用される冊子小包郵便物の料
金については、その県内料金を適用すべきものの料金の合計額（同時に差し出されたその郵便物に

ついて第２の２の(2)（特別料金(1)）の規定によるそれぞれの郵便物の県内料金の額を合計した額を
いいます。以下このアにおいて「県内料金合計額」といいます。）及びその県外料金を適用すべきも

のの料金の合計額（同時に差し出されたその郵便物について第２の２の(2)（特別料金(1)）の規定に
よるそれぞれの郵便物の県外料金の額を合計した額をいいます。以下このアにおいて「県外料金合

計額」といいます。）につき、それぞれ次表に掲げる率を乗じて得た額を、県内料金合計額及び県外

料金合計額からそれぞれ割り引きます。 
Ａ 公社が郵便物の運送方法を勘案して別に定める郵便局に同時に差し出されたものであること。 
Ｂ 特別料金(1)の県内料金を適用すべきものの数量と特別料金(1)の県外料金を適用すべきものの
数量を加えた数量が３，０００個以上のものであること。 

 
（注） Ａの公社が郵便物の運送方法を勘案して別に定める郵便局は、別記１８のとおりとします。 

 
（特別料金(1)が適用される冊子小包郵便物の料金の合計額の割引率） 

区       分 割  引  率 
特別料金(1)の県内料金を適用すべきもの ５％ 
特別料金(1)の県外料金を適用すべきもの ６％ 

 
(ｲ) 次に掲げる条件を満たす特別料金(2)の県内料金又は県外料金が適用される冊子小包郵便物の料
金については、その県内料金を適用すべきものの料金の合計額（同時に差し出されたその郵便物に

ついて第２の２の(3)（特別料金(2)）の規定によるそれぞれの郵便物の県内料金の額を合計した額を
いいます。以下このアにおいて「特別県内料金合計額」といいます。）及びその県外料金を適用すべ

きものの料金の合計額（同時に差し出されたその郵便物について第２の２の(3)（特別料金(2)）の規
定によるそれぞれの郵便物の県外料金の額を合計した額をいいます。以下このアにおいて「特別県

外料金合計額」といいます。）につき、それぞれ次表に掲げる率を乗じて得た額を、特別県内料金合

計額及び特別県外料金合計額からそれぞれ割り引きます。 
Ａ (ｱ)のＡの郵便局に同時に差し出されたものであること。 
Ｂ 特別料金(2)の県内料金を適用すべきものの数量と特別料金(2)の県外料金を適用すべきものの
数量を加えた数量が３，０００個以上であること。 

 
（特別料金(2)が適用される冊子小包郵便物の料金の合計額の割引率） 

区       分 割  引  率 
特別料金(2)の県内料金を適用すべきもの ５％ 
特別料金(2)の県外料金を適用すべきもの ６％ 

 
(ｳ) 次に掲げる条件を満たす特別料金(2)の県内料金又は県外料金が適用される冊子小包郵便物の料
金については、その特別県内料金合計額及び特別県外料金合計額につき、それぞれ(ｲ)の表に掲げる
割引率に３％を加算した率を乗じて得た額を、特別県内料金合計額及び特別県外料金合計額からそ

れぞれ割り引きます。 
Ａ 公社が郵便物の運送方法を勘案して別に定める郵便局に同時に差し出されたものであること。 
Ｂ 特別料金(2)の県内料金を適用すべきものの数量と特別料金(2)の県外料金を適用すべきものの
数量を加えた数量が５０，０００個以上のものであること。 
Ｃ 公社が別に定める容器納入及び差出方法に関する条件を満たすものであること。 

 
（注１） Ａの公社が郵便物の運送方法を勘案して別に定める郵便局は、別記１８のとおりとしま



 

 

す。 
（注２） Ｃの公社が別に定める容器納入及び差出方法に関する条件は、差出郵便局が指示すると

ころにより、その郵便物を差し出そうとする日の前日から起算して１０日前の日（その郵

便局がその郵便物の引受けに関する事務に支障がないと認める場合にあっては、その郵便

局が指定する日）までに、差し出そうとする郵便物の概数その他その郵便局が指示する事

項を記載した書面を提出した上、その郵便局が指示するところにより、郵便区番号ごとに

まとめたものを、その郵便局が指定する容器に納入し、かつ、その書面に記載されたとこ

ろに従い、差し出されたものであることとします。 
 

(ｴ) 次に掲げる条件を満たす特別料金(1)の県外料金又は特別料金(2)の県外料金が適用される冊子小
包郵便物の料金については、その県外料金合計額又は特別県外料金合計額に６％を乗じて得た額を、

それぞれ県外料金合計額又は特別県外料金合計額から割り引きます。 
Ａ (ｱ)のＡの郵便局以外の郵便局に同時に３，０００個以上差し出されたものであること。 
Ｂ その郵便物をこれと同種の他の郵便物の送達日数に７日程度加算した日数により送達する特別

な取扱いをすることの承諾（以下この２において「７日程度送達余裕承諾」といいます。）をした

ものであること。 
イ １か月内に差し出されたものの料金割引 

(ｱ) 次に掲げる条件を満たす特別料金(2)が適用される冊子小包郵便物の料金については、その総計額
（一の郵便局に１か月内に差し出されたその郵便物のそれぞれの料金の合計額（同時に差し出され

たその郵便物について第２の２の(3)（特別料金(2)）の規定によるそれぞれの郵便物の料金の額を合
計した額（アの(ｱ)から(ｴ)までの規定によりその郵便物の料金の合計額が割引されるものについては、
これらの規定によりその郵便物の料金の合計額から割引された後の額）をいいます。）を合計した額

をいいます。以下このイにおいて同じとします。）に次表に掲げる率を乗じて得た額を、総計額から

割り引きます。 
Ａ 一の郵便局に１か月内に５０，０００個以上差し出されたものであること。 
Ｂ 公社が別に定める料金支払方法に関する条件を満たすものであること。 

 
（注） Ｂの公社が別に定める料金支払方法に関する条件は、料金後納（料金を後納とする料金計

器別納を含みます。）としたものであることとします。 
 
（冊子小包郵便物の料金の総計額の割引率） 

１ か 月 内 の 差 出 個 数 割  引  率 
５０，０００個以上１００，０００個未満  ４％ 
１００，０００個以上５００，０００個未満  ８％ 
５００，０００個以上１，０００，０００個未満 １５％ 
１，０００，０００個以上１，５００，０００個未満 ２０％ 
１，５００，０００個以上２，０００，０００個未満 ２３％ 
２，０００，０００個以上 ２５％ 

 
(ｲ) (ｱ)の規定による割引をすべき場合において、その郵便物の差出人が、公社が別に定めるところに
より、料金割引の適用の申出をし、かつ、その差出しの日の属する月の前６か月内に、次に掲げる

条件を満たす特別料金(1)又は特別料金(2)が適用される冊子小包郵便物を差し出したときは、(ｱ)の
表に掲げる割引率に次表に掲げる率を加算した率を総計額に乗じて得た額を、総計額から割り引き

ます。 
Ａ 一の郵便局に５０，０００個以上差し出されたものであること。 
Ｂ 公社が別に定める料金支払方法に関する条件を満たすものであること。 

 
（注１） (ｲ)の公社が別に定めるところは、１の(2)のイの(ｲ)の（注１）に定めるところによります。 
（注２） Ｂの公社が別に定める料金支払方法に関する条件は、１の(2)のイの(ｲ)の（注２）に掲げ



 

 

る条件を満たすものであることとします。 
 
（冊子小包郵便物の料金の総計額の割引率に加算する割引率） 

６ か 月 内 の 差 出 個 数  割  引  率 
５０，０００個以上１００，０００個未満 ０．４％ 
１００，０００個以上５００，０００個未満 ０．８％ 
５００，０００個以上１，０００，０００個未満 １．５％ 
１，０００，０００個以上１，５００，０００個未満   ２％ 
１，５００，０００個以上２，０００，０００個未満 ２．３％ 
２，０００，０００個以上 ２．５％ 

 
(2) 特別料金(6)が適用される冊子小包郵便物の料金割引 
特別料金(6)が適用される冊子小包郵便物であって、７日程度送達余裕承諾をしたものの料金について
は、それぞれ、第２の２の(7)（特別料金(6)）の規定により算出した額から、１円を割り引きます。 

 
３ 空港小包郵便物等の料金割引 
次に掲げる条件を満たす空港小包郵便物、ゴルフ小包郵便物又はスキー小包郵便物（以下この３におい

て「空港小包郵便物等」といいます。）のそれぞれの料金については、それぞれ、第２の５（空港小包郵便

物の料金）、第２の６（ゴルフ小包郵便物の料金）又は第２の７（スキー小包郵便物の料金）の規定により

算出した額から、１００円を割り引きます。 
(1) 受取人に配達され、又は交付された空港小包郵便物等（公社が別に定める料金支払方法に関する条件
を満たすものに限ります。以下この３において「往路郵便物」といいます。）の内容品を再び空港小包郵

便物等（差出人の氏名及び住所又は居所をあて名とするものに限ります。）として差し出されたもの（以

下この３において「復路郵便物」といいます。）であること。 
(2) 往路郵便物の差出しの際、復路郵便物を差し出すことを約したものであること。 
(3) 往路郵便物の配達又は交付事務を受け持つ郵便局に差し出されたものであること。 
(4) その郵便物に適用する料金の区別（第２の５の(1)（基本料金）、第２の６の(1)（基本料金）及び第２
の７の(1)（基本料金）の表中「料金の区別」の欄に掲げるものをいいます。以下この(4)において同じと
します。）及びサイズの区別が往路郵便物に適用した料金の区別及びサイズの区別と同一であること。 

(5) 公社が別に定める料金支払方法に関する条件を満たすものであること。 
(6) 公社が別に定める期間内に差し出されたものであること。 
 
（注１） (1)及び(5)の公社が別に定める料金支払方法に関する条件は、公社の指示するところにより、郵

便切手をはり付けたものであること又は料金別納としたものであることとします。 
（注２） (6)の公社が別に定める期間は、往路郵便物の差出しの日から１か月内とします。 

 


